
1

公調委平成２５年（セ）第８号 大崎市における大気汚染等による健康被害等責任

裁定申請事件

裁 定

（当事者省略）

主 文

申請人らの本件裁定申請をいずれも棄却する。

事 実 及 び 理 由

第１ 当事者の求める裁定

１⑴ 申請人ａ（以下「申請人ａ」という。）

被申請人らは，申請人ａに対し，連帯して８５７０万４７９１円を支払

え。

⑵ 申請人ｂ（以下「申請人ｂ」という。）

被申請人らは，申請人ｂに対し，連帯して２５８万０７７０円を支払え。

２ 被申請人ら

主文同旨

第２ 事案の概要

１ 本件は，被申請人らの営む導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ（以下

「ＰＸ」という。）の製造工場に隣接する住宅に居住していた申請人らが，同

工場から排出される有害物質を含む排気が原因で化学物質過敏症の健康被害が

生じたなどと主張して，被申請人らに対し，共同不法行為に基づき，損害賠償

を求める責任裁定の事案である。

２ 前提事実（当事者間に争いがない事実又は掲記する証拠等により容易に認め

られる事実）

⑴ 当事者（甲３ないし６，９，１０，乙１２，１３の１ないし８，職１，審

問の全趣旨）

ア 申請人ａ（昭和２４年生）と申請人ｂ（昭和２３年生）は夫婦であり，
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昭和４８年頃から，東日本大震災が発生する前の平成２３年３月に横浜市

内に転居するまでの間，宮城県大崎市○○△△番の土地上の居宅（木造２

階建てで，母屋と離れから成る。以下「申請人ら宅」という。）で生活し

ていた。なお，申請人らは，平成１４年に申請人ら宅のリフォームを行っ

た。

イ 被申請人ｃ株式会社（以下「被申請人ｃ」という。）は，昭和２２年に

設立された各種コンデンサの製造・仕入・販売等を目的とする株式会社で

あり，昭和４１年５月，宮城県大崎市○○□□番，●●番▲等の土地上に

ｃ宮城工場（以下「宮城工場」という。）を建設して操業し，家電，自動

車等に使用されるアルミ電解コンデンサ（電解液が液体のままのもの）の

ほか，平成１０年頃からパソコンやゲーム機等に使用されるＰＸ（電解液

が下記⑶ア④の重合工程により液体から固体に変化するもの）の製造を開

始した。

宮城工場は，平成１５年，被申請人ｃから会社分割され，各種コンデン

サの製造・仕入・販売等を目的とする被申請人ｄ株式会社（以下「被申請

人ｄ」という。）が設立された。

被申請人ｄは，宮城工場において，平成２５年の時点で，１か月当たり

約１億６０００万個のコンデンサを製造している。その内訳は，チップタ

イプが１億５０００万個（うちＰＸは３０００万個から３５００万個程

度），リードタイプが約１０００万個である。ＰＸの生産量は，量産化を

始めた平成１２年以降に徐々に増加し，ピークは，平成２３年頃の５００

０万個程度であった。宮城工場では，土曜日と日曜日を休みとする２４時

間稼働で製品を製造しているが，繁忙期には土曜日も稼働している。

⑵ 申請人ら宅と宮城工場との位置関係等（甲１，２，５６，職１）

別紙１のとおり，申請人ら宅の敷地と宮城工場の敷地とは隣接しており，

別紙１記載の赤色囲み線部分の本件工場（以下「本件工場」という。）にお
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いて，ＰＸが製造されている。

申請人ら宅及び宮城工場の北側には田や宮城工場の従業員及び来客用の駐

車場があり，宮城工場の南側は沼地と田が広がっている。申請人ら宅及び宮

城工場の西側にはＪＲ東日本のｅ線が南北方向に通っており，ｅ線の西側は

住宅が広がっているが，宮城工場の敷地に隣接し，本件工場に最も近い住宅

は申請人ら宅である。

⑶ 平成２５年１１月１３日（公害等調整委員会事務局職員による事実調査

時）における本件工場の内外の状況（乙３０，３１，職１，審問の全趣旨）

ア ＰＸの製造工程について

ＰＸの製造工程は，次の①から⑥までのとおりである。本件工場内には

各工程について何列ものラインがあり，①から③までの工程を別紙２記載

のＡの部屋で行い，④から⑥までの工程を別紙２記載のＢの部屋で行って

いる。

① 溶接・接続

スリットしたアルミ箔に針で穴を開けて，アルミタブをプレスして接

続する。

② 巻込

陽極と陰極のアルミ箔とセパレーター２枚を円筒状に巻き上げて，粘

着テープで接着し，スチール素材のフレームに陽極端子のみを接続する。

③ 素子化成

①の工程でスリットした際に，アルミ箔の表面の酸化皮膜（絶縁体）

が取れてアルミが露出した部分について，電流の漏出を防ぐための中間

処理として温度と電圧をかけて化成処理をする。すなわち，約９０度の

化成液（純水に主にリン酸の粉を混ぜたもの）で１０分ほど浸漬，３０

分ほど電圧をかけて化成する。化成後は，洗浄，乾燥，冷却し，製品に

よっては液体に浸漬させる。
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④ 電解質含浸・重合

モノマー（３，４－エチレンジオキシチオフェン）と酸化剤（ｐ－ト

ルエンスルホン酸鉄の１－ブタノール（別名はｎ－ブタノール）溶媒）

との２液をチューブを通して入れ，全体に含浸させるためにバイブレー

ションをかけ，さらに製品ごとの特性のばらつきを防止するため，約５

０度から６０度の熱を加えている。

上記の２液は，混合すると固体化を始め，ポリマー，すなわち固体の

導電性プラスチック（ポリエチレンジオキシチオフェン）に変化する。

上記の２液を安定的に反応させるため，恒温槽というオーブンの中で５

０度２０分，６０度１５分，１８０度３０分の熱を加えている（モノマ

ー（小さい分子）が多数結合してポリマー（高分子）となることを重合

といい，以下，上記の２液を含浸後，恒温槽で熱を加えてポリエチレン

ジオキシチオフェンに変化させる工程を「重合工程」という。）。

⑤ 組立

封口ゴムとアルミケースを取り付ける。

⑥ 端子加工，再化成特性選別，出荷検査（電気的性能），テーピング仕

上，出荷検査（外観・寸法）

組み立てた製品を台座にくっつけ，化成液につけて温度と電圧をかけ

て再化成して特性をチェックし，不良品を除く検査等をし，仕上げを行

って製品として出荷する。

イ ＰＸの製造工程で発生する排気について

(ｱ) 上記③素子化成の工程で水蒸気が発生する。発生した水蒸気は，製造

機械に水滴が付着することを防止するなどの目的から，本件工場内のダ

クトを通して，斜め下向きのＵ字型の排気口から本件工場の外に排出さ

れている。

(ｲ) 上記④電解質含浸の工程，重合工程で発生する排気は，本件工場内の
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ダクトを通して，排気口（以下，これらの排気を「重合排気」といい，

重合排気を排出する排気口を「重合排気口」という。）から本件工場の

外に排出されている。

重合工程で発生する排気には臭気があることから，本件工場内に消臭

器（以下「本件消臭器」という。）が設置されている。すなわち，本件

消臭器には，ユーカリ，レモン，ブナ等の植物精油をブレンドした芳香

剤が入っており，気化した植物精油を，重合工程で発生する排気が通る

ダクトに混入することで，臭気の原因物質と化学反応させ，無臭物質に

変化させたり，臭気の原因物質と植物精油とを共存させることで互いに

干渉して臭気を和らげたり，植物精油が持つ特有の芳香で臭気をマスキ

ングすることによって，臭気を中和し消臭している（中和消臭方式）。

なお，電解質含浸の工程で発生する排気には，消臭処理はしていない。

ウ 重合排気口の位置等について

重合排気口，本件消臭器の位置は，別紙３の図面２のとおりである。重

合排気口は，臭気を拡散させる目的で，全て上向きに設置されている。申

請人ら宅に最も近い重合排気口（図面２記載の赤④）から申請人ら宅まで

の距離は，約４７ｍである。

なお，本件工場は，平成２３年３月の東日本大震災で被災し，その後，

建て替え，設備変更を行い，増改築を行っている。被災前である平成２３

年３月時点の本件工場の重合排気口，本件消臭器の位置は，別紙３の図面

１のとおりであり，申請人ら宅に最も近い重合排気口（図面１記載の赤

①）から申請人ら宅までの距離は，約４５ｍであった。当時の重合排気口

は横向きに設置されていたものもあったが，上記のとおり，本件工場の建

て替え後に全て上向きに設置された。

３ 争点及び争点に対する当事者の主張

⑴ 加害行為（本件工場の排気に含まれる有害物質）について
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【申請人らの主張】

ア 本件工場の排気には，以下に述べるとおり，３，４－エチレンジオキシ

チオフェン，ｐ－トルエンスルホン酸，エタノール，１－ブタノール，イ

ソシアネート類，ヒドラジン類，芳香族アミン類，エチレンオキシド，ホ

ルムアルデヒドが含まれ，かつ，これらの物質は健康被害を及ぼす有害物

質である。

イ ３，４－エチレンジオキシチオフェン，ｐ－トルエンスルホン酸，１－

ブタノールについて

(ｱ) 重合工程は，３，４－エチレンジオキシチオフェン，ｐ－トルエンス

ルホン酸鉄及び１－ブタノールを長時間高温状態に置くため，これらの

物質が気化し（ｐ－トルエンスルホン酸鉄は，ｐ－トルエンスルホン酸

又はトルエン，スルホン酸の形で気化している可能性がある。），重合

排気に含まれている可能性が高い。

(ｲ) ３，４－エチレンジオキシチオフェンは，皮膚接触，吸入，経口摂取

した場合に目への刺激性がある有害物質である。

１－ブタノール及びｐ－トルエンスルホン酸（トルエン，スルホン酸

も同様）は，吸入すると，咳，咽頭痛，しゃく熱感，息苦しさ，息切れ

（ｐ－トルエンスルホン酸のみ）を発症し，皮膚や目に接触すると，発

赤，痛みを発症する有害物質である。

ウ イソシアネート類，ヒドラジン類，芳香族アミン類，エチレンオキシド，

ホルムアルデヒドについて

(ｱ) 以下のとおり，申請人らの長女であるｆ（以下「ｆ」いう。）が実施

した測定で，イソシアネート類，芳香族アミン類，ヒドラジン類，エチ

レンオキシド，ホルムアルデヒドが検出されている。

ａ 平成２５年１１月１３日に申請人ら宅の物干し竿等を拭き取ったタ

オルの付着物について，ケムキーＴＬＤを使用して，イソシアネート
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類，芳香族アミン類，ヒドラジン類の検出検査を行ったところ，いず

れのテープにも検出反応があった（甲２１）。

ｂ 平成２６年６月１５日，同月１９日及び同月２３日，申請人ら宅の

敷地内の池，睡蓮鉢及び手水鉢にたまった水を採取し，パックテスト

ヒドラジンを使用してヒドラジン類の測定を行ったところ，ヒドラジ

ン類の検出結果が得られた（甲５１）。

ｃ 平成２６年６月２３日，申請人ら宅の１階の廊下（室内），申請人

ら宅敷地内の物干し場（屋外）及び２階のベランダ（屋外）の大気に

ついて，ＳＰＭを使用してイソシアネート類の検出検査を行ったとこ

ろ，テープに検出反応があった（甲５１，５２）。

ｄ 平成２６年１０月８日及び同月９日，申請人ら宅敷地内の物干し場

（屋外）において，北川式ガス検知管（以下「ガス検知管」とい

う。）を使用してエチレンオキシドの測定を行ったところ，ガス検知

管にエチレンオキシドの検出反応があった（甲５７）。

ｅ 平成２７年３月１４日から同月２０日までの間，ケムキーＴＬＤを

使用してイソシアネート類の検出検査を行ったところ，申請人ら宅屋

内ではテープに検出反応がなく，申請人ら宅屋外では顕著に検出反応

があった（甲９５）。また，同月２０日，ケムキーＴＬＤを使用して

ヒドラジン類の検出検査を行ったところ，申請人ら宅屋外において，

かすかではあるがテープに検出反応があった（甲９５）。

ｆ 平成２７年３月１７日及び同月２０日，ガス検知管を使用して，申

請人ら宅敷地内（屋外）において，ヒドラジン，エチレンオキシド，

ホルムアルデヒドの測定を行ったところ，いずれのガス検知管にも検

出反応があったが，申請人ら宅屋内で行ったホルムアルデヒドの測定

では検出反応はなかった（甲９６，９９）。

(ｲ) 被申請人ｃの公開特許公報等には，コンデンサケースの被膜形成にイ
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ソシアネート化合物を使用すること（甲２４，２５），引出端子の表面

処理にヒドラジン，水溶性アミン系化合物を使用すること（甲２４），

アルミニウム電解コンデンサの電解液にアミンを使用すること（甲２

４），導電性ポリマーフィルム等の重合液にアニリンやホルムアルデヒ

ド等を使用すること（甲２６，１１０，１１１），固体電解コンデンサ

にポリエチレンオキシドを使用すること（甲５８）等が記載されている。

被申請人らは，ヒドラジン類，芳香族アミン類，エチレンオキシドは

使用禁止物質であると主張するが，被申請人ｃの「グリーン調達ガイド

ライン」（甲７１）では，これらの物質が使用禁止物質とはされていな

い。

(ｳ) イソシアネート類，ヒドラジン類，芳香族アミン類は，気道過敏症を

誘発する呼吸器感作性物質，物質との皮膚接触後にアレルギー反応を誘

発する皮膚感作性物質である。エチレンオキシドは皮膚感作性物質であ

る。これらの化学物質は，１－ブタノールと比較して桁違いに毒性が強

い。すなわち，１－ブタノールの管理濃度は２５ｐｐｍ，米国産業衛生

専門家会議が公表している化学物質等の職業的許容濃度の勧告値である

ＴＬＶ（以下「ＴＬＶ」という。）は２０ｐｐｍとされているが，例え

ば，トリレンジイソシアネートの管理濃度及びＴＬＶは０．００５ｐｐ

ｍ，ヒドラジンのＴＬＶは０．０１ｐｐｍ，アニリンのＴＬＶは２ｐｐ

ｍ，エチレンオキシドの許容濃度（日本産業衛生学会の勧告値）は１ｐ

ｐｍである。

【被申請人らの主張】

ア 申請人らの主張アのうち，本件工場の排気に１－ブタノール，３，４－

エチレンジオキシチオフェンが含まれることは認めるが，その余は否認す

る。

イ 重合工程で，ｐ－トルエンスルホン酸鉄から，ｐ－トルエンスルホン酸
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やトルエンが単体で遊離し，気体として放出されることはない。製品化さ

れた後の残存物や不良品に含まれているｐ－トルエンスルホン酸鉄は，固

体として廃棄物処理業者が工場の廃棄物集積所から搬出するもので，気体

として大気中に放出されるものはない。

１－ブタノールについて，平成２２年１０月に行った本件工場内の作業

環境測定値は３ｐｐｍ（乙８の１），同年１２月に行った敷地境界等での

測定値は１ｐｐｍ未満（乙８の２）であり，重合排気に含まれる１－ブタ

ノールは微量で，健康被害を及ぼすものではない。

ウ ｆによる測定結果は信用できない上，そもそも，イソシアネート類，ヒ

ドラジン類，芳香族アミン類，エチレンオキシドは，日常生活の多くの場

所で使われ，大気中や水道水に含まれるものであり，申請人ら宅の物干し

竿の表面に付着していた事実等があったとしても，本件工場の排気に由来

するとはいえない。

本件工場では，コンデンサケースや引出端子を外部から購入しており，

分解や加工を行っていないため，イソシアネート類，芳香族アミン類，ヒ

ドラジンが気体として拡散することはない。公開特許公報等に記載がある

からといって，実際に使用しているわけではない。

本件工場では，ヒドラジン類，芳香族アミン類，エチレンオキシドを使

用禁止物質としており，本件工場で使用した実績はない。

⑵ 申請人らの身体症状と本件工場の排気との因果関係について

【申請人らの主張】

ア 申請人ｂは，ＰＸの製造が開始された後の平成１１年頃から，皮膚炎の

症状が現れ，平成１７年以降には呼吸器系の症状も現れ，頭痛，吐き気，

息苦しさ，目のしゃく熱感等に悩まされ，平成２２年頃には皮膚炎や呼吸

器系の症状悪化のピークを迎えた。申請人ｂは，申請人ら宅において，趣

味の園芸で外にいる時間が長かったため，健康への影響が深刻であったと
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考えられる。

申請人ａは，ＰＸの製造が開始される前から，湿しんや肩凝りなどの関

節痛はあったが，ＰＸの製造が開始された後に，手首疼痛や指の関節痛が

発現し，平成１７年以降顔面から全身に発しんが発現するなど，皮膚炎が

増悪し，治療にもかかわらず悪化の一途をたどった。

しかし，申請人らは，平成２３年３月に横浜市内に避難し，解毒作用の

ある薬を服用するなどの化学物質のばく露に対する治療を受けたことによ

って，各症状が軽快し，現在は治まっている状態である。

イ 申請人らは，ｈ病院（以下「ｈ病院」という。）のｉ医師（以下「ｉ医

師」という。）により，有機溶剤の慢性ばく露による化学物質過敏症と診

断されている。ｉ医師は，アレルギー症状を専門とし，化学物質過敏症研

究の第一人者であり，詳細な問診票，事実関係内容等説明書，脱色した衣

類の現物等の資料を参照し，申請人らの臨床検査の上，申請人らに生じて

いた症状と本件工場から排出される物質とが矛盾せず，かつ，それ以外に

は申請人らの症状の原因となり得る物質は考え難いという観点から診断し

たもので，信用性は高い。

また，申請人らは，ｊ病院のｋ医師（以下「ｋ医師」という。）により，

環境要因による健康障害の疑いと診断されている。ｋ医師は，ｉ医師の診

断を否定する趣旨ではなく，より重篤な有機溶剤による中毒症状であると

の見解を有している。

ウ 申請人ら宅周辺には，本件工場以外に申請人らの身体症状の原因となり

得る化学物質を排出するような施設は存在しない。申請人ら宅においては，

布団や洗濯物等の外気にさらされた部分が激しく脱色し，本件工場に面す

る側の屋根が退色し，庭木が枯れるなどした。被申請人らが本件工場から

悪臭，騒音が出ることを認めて申請人ら宅の買取りを提案したことは，申

請人らの身体症状と本件工場の排気との間に因果関係があることを裏付け
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ている。

エ 以上によれば，申請人らの身体症状は，本件工場の排気に含まれる有害

物質が原因であり，申請人らの身体症状と本件工場の排気との間に因果関

係がある。

【被申請人らの主張】

ア 申請人らの身体症状の原因が本件工場の排気にあるとの申請人らの主張

は否認する。申請人ａの皮膚症状や関節痛は，ＰＸの製造開始以前から自

覚されていたものである。申請人ｂは，申請人ら宅をリフォームしたこと

によるシックハウス症候群である可能性が高い。

イ ｉ医師の診断は信用性に乏しい。化学物質過敏症の診断には統一された

基準がないが，ｉ医師は，申請人らの主観的な供述に依拠して診断したこ

とがうかがわれる。

ｋ医師は，化学物質過敏症の診断をしていないばかりか，健康被害の確

定診断をしていないし，申請人ａが正しい病歴をｋ医師に伝えていないな

ど，同医師の診断の前提となる事実の認識に誤りがある。

ウ 上記⑴で被申請人らが主張したとおり，本件工場の排気に健康に影響を

及ぼす程度の有害物質は含まれていない。布団や洗濯物等が脱色する事実

等があれば，大変な騒ぎになったはずであるが，そのような事実はなく，

申請人らと同様の身体症状を訴えた者はいない。庭木の枯れは様々な原因

が考えられる。

⑶ 被申請人らの過失（注意義務違反）について

【申請人らの主張】

被申請人らは，ＰＸを製造するに当たって，重合工程において人体に有害

な物質を長時間高温状態に置き，その排気を無処理のまま局所排気の方法に

よって本件工場の外に排出していたもので，本件工場の周辺住民の健康被害

を防止する注意義務に違反しており，過失がある。
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【被申請人らの主張】

申請人らの主張は争う。被申請人らに過失が認められるためには，結果の

予見可能性として，申請人らが主張する化学物質の低濃度ばく露により，化

学物質過敏症が生じ得るという医学的知見が必要であるが，そのような知見

は立証されていない。

⑷ 共同不法行為について

【申請人らの主張】

ＰＸの製造が開始された平成１０年頃から平成１５年１０月１日に被申請

人ｄが設立されるまでの間の本件工場から大気中への有害物質の排出は，被

申請人ｃの単独の不法行為であるが，同日以降は，被申請人ｄがＰＸを製造

し，被申請人ｃは，被申請人ｄの１００％親会社であり，被申請人ｃが設計

した製造ラインで，同社が設計した製品を被申請人ｄに製造させているので

あるから，本件工場から大気中への有害物質の排出は，被申請人らの共同の

事業の執行によるものといえ，被申請人らに共同不法行為が成立する。

【被申請人らの主張】

申請人らの主張は争う。平成１５年１０月１日以降の本件工場におけるＰ

Ｘの製造は，被申請人ｄの単独の事業であり，被申請人ｃとの共同の事業と

して行われたものではない。

⑸ 損害について

【申請人らの主張】

ア 申請人ａについて，次の(ｱ)ないし(ｶ)の合計８５７０万４７９１円が相

当因果関係のある損害である。

(ｱ) 治療関係費 １７万０９４０円

別紙４のとおり，医療費４万７８１５円，薬代３万１３７０円，交通

費７万５８８５円，タクシー代１万５２４０円，その他（送金手数料）

６３０円の合計額。



13

(ｲ) 避難のための転居に関する費用 ３８９万８０１６円

敷金，礼金，仲介手数料，前賃料及び保険料７５万８７４１円，引越

し代２５万円，購入した家具及び家電製品２３万８２７５円，賃料２６

５万１０００円（月額１２万０５００円，平成２３年３月から平成２４

年１２月までの２２か月分）の合計額。

(ｳ) 自宅管理のための移動費 ２３万５７９０円

別紙４のとおり，転居時の移動費及び申請人ら宅を維持管理するため

に定期的に帰宅した際の移動費の合計額。

(ｴ) 自宅に関する財産的損害 ７１４０万円

申請人らは，代替不可能な長年の生活基盤が失われたものであるから，

不動産の交換価値ではなく，申請人らが申請人ら宅での生活と同程度の

生活を再建し，住宅を再取得するという観点からの損害を認めるべきで

ある。すなわち，家屋建築費４２００万円（坪単価６０万円×７０坪），

土地１６００万円（坪単価８万円×２００坪），庭の移設及び再建費６

５０万円，建築解体費３００万円，引越費用５０万円及びこれらの消費

税３４０万円の合計額。

(ｵ) 慰謝料 ２２０万円

申請人ａは，住み慣れた自宅を離れて生活せざるを得なくなったこと

から，原子力損害賠償事案と同様に月額１０万円を基準に慰謝料を算

出するのが相当である。平成２３年３月から平成２４年１２月までの

２２か月分。

(ｶ) 弁護士費用 ７８０万円

上記(ｱ)ないし(ｵ)の合計額の１割相当額。

イ 申請人ｂについて，次の(ｱ)ないし(ｳ)の合計２５８万０７７０円が相当

因果関係ある損害である。

(ｱ) 治療関係費 １８万０７７０円
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別紙４のとおり，医療費５万１４３５円，薬代６万６２５０円及び交

通費６万３０８５円の合計額。

(ｲ) 慰謝料 ２２０万円

申請人ａと同様に２２０万円が相当である。

(ｳ) 弁護士費用 ２０万円

上記(ｱ)及び(ｲ)の合計額の１割相当額。

【被申請人らの主張】

申請人らの主張は否認又は争う。

第３ 当裁定委員会の判断

１⑴ 本件の経緯

前記前提事実，証拠（甲３ないし８，１１ないし１５，１７，４０ないし

４４，４７ないし４９，５３，５４，６０，６１，７７，７８，８２，乙２，

３，申請人ら各本人）及び審問の全趣旨によれば，以下の事実を認めること

ができる。

ア 申請人らは，結婚後，申請人ら宅（申請人ａの両親が敷地となる土地を

購入し，昭和４８年に新築したもの）で，申請人ａの両親と同居し，その

後，ｆと二女をもうけた。平成４年に申請人ａの父が死亡し，平成６年頃

にｆが，平成９年頃に二女が，進学や就職のために申請人ら宅を出た。平

成１１年３月に申請人ａの母が死亡し，その後，申請人らは二人暮らしと

なった。

申請人ａは，昭和４１年から宮城工場の管理部門で勤務していた（その

後，平成２１年に定年退職するまでの間，本件工場内に立ち入るなどの製

造業務に携わったことはない。）。申請人ａは，昭和４４年頃から花粉の

飛散時期に鼻水，目のかゆみ等の症状があり，遅くとも昭和６３年以降，

毎年３，４月頃にそれらの症状で，また，腹部，両上肢，両腕，頚等の発

しんや掻痒感の症状があるときや，腰痛や肩部痛があるときに宮城工場の
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産業医の診察を受けていた。

申請人ｂは，結婚から現在に至るまで専業主婦で，申請人ら宅において，

家事のほか，申請人ａの両親の介護，趣味の園芸，畑作業などをしていた。

申請人ｂは，平成５年頃，花粉症と診断され，平成７年頃，メニエール病

と診断されたことがあった。

イ 被申請人ｃは，平成１０年頃，本件工場でＰＸの製造を始めた。

ウ 申請人ａは，平成１１年頃から肩や関節が気になるようになり，平成１

１年２月と同年７月に手首疼痛で，平成１４年７月に右手第５指の関節痛

で，宮城工場の産業医の診察を受けたことがあった。

申請人ｂは，それまで金属製のアクセサリーを身に着けても特段の異常

が見られなかったが，平成１１年頃から，金属製のアクセサリーを身に着

けると皮膚がただれたり，頬や手の甲に赤い発しんが出たり，手足の血行

不良や冷えを感じたりすることがあり，平成１３年頃には，頭皮のかぶれ

を美容師に指摘されたことがあった。

エ 本件工場は，平成１２年頃からＰＸの量産化を始めた。被申請人ｃは，

重合排気に臭気があることから，平成１３年２月２７日から同年３月１３

日までの間，本件工場の重合排気口に蓄熱型脱臭試験装置を仮設し，２回

にわたって，同装置の入口と出口において重合排気のサンプリング分析を

行った（同装置の導入には至らなかった。）。

オ 申請人らは，平成１４年５月頃から同年７月頃までにかけて，１８００

万円の費用をかけて，申請人ら宅の母屋をほぼ全面的にリフォーム（和室

２間と応接室の壁，天井を除く各部屋の床，壁，天井の貼り替えと屋根の

貼り替え等）をした。

カ 申請人ｂは，平成１６年頃から，本件工場から臭気を感じたときや，申

請人ら宅屋外で作業しているとき等に，頭痛や頭が重くなる症状が出るよ

うになった。平成１７年頃からは，気管支に違和感を覚え，咳，痰，喉の
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痛みがひどくなり，喉の奥で鼻汁が垂れるような症状を感じるようになっ

た。平成２０年４月下旬から数日間発熱し，その後も咳が出て，喉の痛み

があり，ｆを訪れていた同年５月１５日，ｌ病院で気管支炎と診断された

ことがあった。

申請人ａは，平成１７年初め頃から，顔にボコボコとした湿しんやかゆ

みを生じ，その後，四肢にもかゆみを生じるようになった。宮城工場の産

業医に処方されたオイラックスＨでは症状が消失せず，同年３月から近隣

の皮膚科等を受診し，ロコイドやリンデロンＶＧ等の処方薬を使用するよ

うになった。

キ 平成２１年９月，申請人ａは被申請人ｄを定年退職した。同年１１月，

ｆが第２子の出産のため，第１子（当時２歳）を連れて横浜市から里帰り

し，申請人らとの同居を始めた。ｆは，同年１２月に第２子を出産後も，

平成２３年３月に申請人らが横浜市内に転居するまで子らとともに申請人

ら宅で生活した（ｆは，同月まで育児休業を取得していた。）。

ク 申請人ａは，上記定年を控えた平成１９年９月頃，被申請人ｄに対し，

初めて，重合排気の悪臭，騒音について苦情を申し入れた。その後，申請

人らと被申請人ｄの担当者との間で，平成２１年６月頃からは，被申請人

ｃの担当者も立ち会って，話合いの場が持たれ，被申請人らが申請人ら宅

を買い取ることが検討され，申請人ａは，同年７月，申請人ら宅の買取額

として７１４０万円を希望した。

被申請人ｄは，申請人ら宅側に面したその敷地境界付近に防音壁を設置

し，被申請人らの担当者は，同年１１月頃，申請人らに対し，重合排気の

臭気に対する対策として芳香剤を導入する旨を説明した。

平成２２年８月，被申請人ｃは，上記申請人らの買取希望額に対し，３

９４５万５０００円と回答するなど，買取額をめぐって折り合いが付かず，

同年１０月以降は，申請人らと被申請人らから依頼を受けたｍ弁護士との



17

間で，書面でやり取りがされるようになった。

その間，遅くとも平成２１年１１月頃には，申請人らは，被申請人らに

対し，重合排気による健康被害を訴えるようになった。

ケ 申請人ｂは，平成２２年５月，右目に麦粒腫を発症した。同年夏頃には，

申請人ら宅２階のベランダで布団を干していた際に臭気を感じ，急に胸が

苦しくなって，急いで室内に入り，横になるということがあった。

コ(ｱ) 申請人らは，有機溶剤等の化学物質の健康影響に関する検査が可能な

病院を探し，ｈ病院に化学物質過敏症外来があることを知り，平成２２

年１２月１０日，同病院を受診し，ｉ医師の診察を受けた。

申請人らは，ｉ医師に対し，予め記載した問診票及びＱＥＥＳＩの質

問票（Quick Environmental Exposure and Sensitivity，米国のMiller

らが開発した一般人の中から化学物質過敏症（ＭＣＳ）の疑いのある人

をスクリーニングするための問診票で，日本語訳がされたもの。申請人

ｂは，化学物質不耐性３８点，その他不耐性２０点，症状４１点，マス

キング指数６，生活障害２４点で，申請人ａは，化学物質不耐性３１点，

その他不耐性９点，症状４４点，マスキング指数５，生活障害５点であ

った。）のほか，申請人ら宅の住環境，平成１０年から今日まで本件工

場の煙突から有機溶剤が無処理排気されていること，本件工場では，ｐ

－トルエンスルホン酸，１－ブタノール及び３，４－エチレンジオキシ

チオフェンが使用されており，他に何種類もの化学物質が使用されてい

る可能性があること，申請人らの自覚症状の内容，診断書の作成の希望

などを記載した書面を提出し，持参した衣類を示して平成２２年秋に新

調した衣類が脱色，変色することなどを説明した。

ｉ医師は，同日，申請人らに対し，呼吸機能検査，血液検査，尿検査

を実施した。

ｉ医師は，上記呼吸機能検査の結果，申請人ｂに閉塞性換気障害が認



18

められるとし，在宅酸素療法を指示するなどした。

上記血液検査のうち，総ＩｇＥ（免疫グロブリンＥ）及び３種類のア

レルゲンに対するアレルギー検査の結果，申請人ｂが，総ＩｇＥが１８．

６ＩＵ／ｍｌ，スギが陽性（クラス２），ヤケヒョウヒダニとホルマリ

ンが陰性であり，申請人ａが，総ＩｇＥが９８７ＩＵ／ｍｌ，スギが陽

性（クラス４），ヤケヒョウヒダニが陽性（クラス２），ホルマリンが

陰性であった。

また，上記尿検査の結果，申請人ｂの尿から馬尿酸（トルエン）が０．

０７ｇ／ｌ（基準値１．００ｇ／ｌ以下）検出された。

(ｲ) 申請人らは，平成２２年１２月１５日，ｉ医師の診察を受け，同医師

に対し，受診結果に基づく診断書等を作成してほしいこと，疾患の要因

が工場からの有機溶剤の長期ばく露にある可能性が否めない場合は可能

な範囲でその旨を記載してほしいことなどを記載した文書を提出した。

ｉ医師は，同日，申請人らに対し，咳感受性試験（カプサイシン吸入

試験）を実施した。上記試験の結果，申請人ｂに咳感受性亢進が認めら

れたが，申請人ａには咳感受性亢進が認められなかった。

ｉ医師は，同日，申請人らについて，病名を化学物質過敏症とし，申

請人ら宅に隣接した工場の煙突から排気されているｐ－トルエンスルホ

ン酸，ブタノール，３，４－エチレンジオキシチオフェン等の有機溶媒

の慢性ばく露により上記疾患を発症している旨，申請人ｂについては特

に頭痛，気分不良，息苦しさ，胸焼け，流涙，目の刺激感などが繰り返

されている旨，申請人ａについては特に皮膚症状，関節痛が繰り返され

ている旨，上記各症状により，申請人らに日常生活に支障が出ており，

化学物質ばく露から回避する必要がある旨の診断書（甲３，４）を作成

するとともに，申請人ｂにタチオン錠５０㎎を，申請人ａにタリオン錠

１０㎎を処方した。
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(ｳ) 申請人らは，平成２３年１月５日，ｉ医師の診察を受けた。

ｉ医師は，同日，申請人らに対し，化学物質負荷試験（被検者にトル

エンを負荷し，脳血流量（酸素ヘモグロビン）及び唾液中クロモグラニ

ンＡを測定する検査）を実施した（なお，ｉ医師の意見書及び添付論文

２（甲４６）には，同試験は，化学物質過敏症診断の客観的指標として

ｉ医師が考案した検査であり，トルエン負荷後，化学物質過敏症患者に

おいては脳血流量に有意な低下，唾液中クロモグラニンＡに有意な上昇

がみられるが，化学物質過敏症であるとの診断を確定するための検査で

はなく，臨床研究の意味合いが強い検査である旨の説明がされてい

る。）。

上記試験の結果，申請人ｂは，トルエン負荷前後の脳血流量の変動値

が４．５μｍｏｌ，負荷後の唾液中クロモグラニンＡの上昇はみられな

かった。申請人ａは，トルエン負荷前後の脳血流量の変動値が８．０μ

ｍｏｌで，負荷後の唾液中クロモグラニンＡの上昇がみられた。

ｉ医師は，申請人らに対し，上記(ｲ)と同様の薬をそれぞれ処方した。

(ｴ) 申請人らは，平成２３年１月２６日，ｉ医師の診察を受けた。

ｉ医師は，同日，申請人らに対し，アストグラフ（気道過敏性検査）

を実施した。上記検査の結果，申請人ｂの反応閾値（Ｄｍｉｎ）が０．

５８９，申請人ａの反応閾値（Ｄｍｉｎ）が０．９４３であった。

申請人らは，同日及び同年２月に受診した際，ｉ医師から，それぞれ

薬の処方を受けた。

サ 申請人らは，ｍ弁護士に対し，ｉ医師の診断書等を送付したが，平成２

３年２月，同弁護士から，被申請人らは本件工場の排気によって申請人ら

に健康被害が発生しているとの認識には至らない，今後の話合いにおいて

も，異臭騒音に対する解決策として申請人らの居住地の買取りを考えると

いう姿勢を取る，買取提案額約４０００万円は妥当な金額と評価できる旨
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の書面の送付を受けた。

シ 申請人らは，平成２３年３月１日，ｆ及びその子らとともに横浜市内に

あるｆの居宅に転居した（その後，申請人らは，肩書住所地に転居し

た。）。

ス(ｱ) 申請人らは，平成２３年４月１５日，ｈ病院に電話をかけ，東日本大

震災で交通機関がないとして，処方箋の郵送を求めた。

(ｲ) 申請人らは，同年６月３日，ｉ医師の診察を受け，同医師に対し，申

請人ｂは，引っ越し後，花粉症がひどくなって，気管支の状態悪くなっ

たなどと，申請人ａは，指の関節痛があると説明した。

ｉ医師は，申請人ｂにタチオン錠５０㎎等を，申請人ａにタリオン錠

１０㎎を処方し，申請人らに対し，ｋ医師に対する紹介状等を交付した。

セ(ｱ) 申請人らは，平成２３年９月１３日，ｉ医師の紹介状等を持参してｊ

病院アレルギー科を受診し，ｋ医師の診察を受けた。

申請人らは，ｋ医師に対し，本件工場から排出される有機溶剤の濃度

が高く洗濯物が脱色されること（診療録（甲１３）には「１日屋外で干

していると脱色されてしまうほど」と記載されている。），申請人ｂは，

４，５年前から，気管支炎症状，皮膚症状，胸焼け，息苦しさ，頭痛が

出現した，申請人ａは，同時期から，皮膚掻痒や関節痛が出現したなど

と説明した。

ｋ医師は，申請人らに対し，ＱＥＥＳＩの質問票を渡して次の診察ま

でに記入するよう求め，血液検査を実施し，申請人ｂにはシングレア錠

１０㎎とタチオン散２０％（２００㎎／ｇ）を，申請人ａにはタリオン

ＯＤ錠１０㎎を処方した（申請人ａの皮膚症状は消失していたが，申請

人ａが申請人ら宅に戻ることを理由に薬の処方を希望した。）。

上記血液検査のうち，ＩｇＥ並びにイソシアネートＴＤＩ，イソシア

ネートＭＤＩ，イソシアネートＨＤＩ及びエチレンオキサイド（エチレ
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ンオキシドの別名）を含む１４種類のアレルゲンに対するアレルギー検

査の結果，申請人ｂが，ＩｇＥが２１ＩＵ／ｍｌ，スギがクラス３のほ

かは，いずれもクラス０であった。申請人ａは，ＩｇＥが１５５５ＩＵ

／ｍｌ，カモガヤがクラス１，ブタクサがクラス１，ハンノキ（属）が

クラス１，スギがクラス６，ヤケヒョウヒダニがクラス２，コナヒョウ

ヒダニがクラス２，ハウスダスト１がクラス３，ハウスダスト２がクラ

ス２であり，その他はいずれもクラス０であった。

(ｲ) 申請人らは，平成２３年１０月２０日，ｋ医師の診察を受け，記入し

たＱＥＥＳＩの質問票を提出するとともに，同日に診断書を作成するこ

とを希望した（なお，上記のＱＥＥＳＩの質問票の写し等の証拠は見い

だせない。）。

ｋ医師は，同日，申請人らに対し，アストグラフなどの肺機能検査を

行った。上記検査の結果，申請人ｂの反応閾値（Ｄｍｉｎ）が１０．７

２２，申請人ａの反応閾値（Ｄｍｉｎ）が２．１４７であった。

ｋ医師は，同日，申請人らいずれについても，病名を環境要因による

健康障害の疑いとし，申請人ら宅で数年前から持続していた症状（申請

人ｂについては呼吸器症状，皮膚症状等，申請人ａについては皮膚掻痒

等の症状）が，平成２３年３月に神奈川県へ転居してから改善しており，

気道過敏性試験等の客観的指標も改善していることから，申請人ら宅周

辺の屋外環境に問題があり空気汚染等の存在が推測される旨，医学的な

見地からは，今後，申請人ら宅周辺の環境汚染に関する問題が解決・改

善されない限り申請人ら宅に戻るべきではない旨の診断書（甲５，６）

を作成し，申請人ｂにタチオン散２０％（２００㎎／ｇ）及びＰＬ配合

顆粒を，申請人ａにタリオンＯＤ錠１０㎎及びＰＬ配合顆粒を処方した。

(ｳ) 申請人らは，平成２３年１２月２１日，ｋ医師の診察を受け，同医師

に対し，相談している弁護士から，ｋ医師の診断書では因果関係の証明



22

が不十分との指摘を受け，後に記載例が届けられることなどを説明した。

ｋ医師は，次回の診察時に記載例のように診断書を記載することが可能

か否か検討することとし，申請人らに対し，上記(ｲ)と同様の薬をそれ

ぞれ処方した。

(ｴ) 申請人らは，平成２４年１月１９日，ｋ医師の診察を受けたが，同医

師は，申請人らに対し，上記(ｲ)と同様の薬をそれぞれ処方し，ｎ病院

中毒外来の医師宛ての紹介状を交付した。

(ｵ) 申請人らは，平成２４年７月１８日，ｋ医師の診察を受けたが，その

際，同医師に対し，同年４月２０日にｎ病院中毒外来のｏ医師の診察を

受けたところ，同医師から，現場で発症している状態でなければ診断自

体ができない，化学物質過敏症という病態は存在しないと言われたこと

などを説明した。

ｋ医師は，申請人ｂにタチオン散２０％（２００㎎／ｇ）を，申請人

ａにタリオンＯＤ錠１０㎎を処方した。

(ｶ) 申請人らは，平成２４年９月２８日と平成２５年１月１１日，ｋ医師

の診察を受け，申請人ｂは，タチオン散２０％（２００㎎／ｇ），パリ

エット錠１０㎎等の，申請人ａは，タリオンＯＤ錠１０㎎とロキソニン

ゲル１％５０ｇ等の処方を受けた。

ソ 申請人らは，平成２５年４月１１日，公害等調整委員会に対し，本件裁

定申請をした。

タ 申請人らは，本件裁定申請後も，定期的にｋ医師の診察を受け，申請人

ｂはタチオン散２０％（２００㎎／ｇ）の，申請人ａはタリオンＯＤ錠１

０㎎などの処方を受けた。その際，申請人ａは，ｋ医師から，血液検査の

結果により糖尿病を発症しているとして内分泌科を，両側ＰＩＰ（近位指

節間関節）腫脹についてリウマチ科を紹介され，受診した（リウマチ科で

は，平成２５年５月２４日にＯＡ（変形性関節症）と診断された。）。
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チ 申請人ｂは，平成２６年頃になっても，横浜市で光化学スモッグの警報

が出た日，ＰＭ２．５，花粉症の時期，工事現場などの付近を通過したと

きや，同年５月に東京都品川区にあるｐを見学した際には臭気を感じて気

持ちが悪くなるなどし，気管支が過敏に反応することがあった。同年７月

には，ｆとともに，同人が申請人ら宅から持ち帰ったジップロックに入れ

られたタオルを確認していたところ，喉，気管支のあたりがモワーッと熱

くなるのを感じたことがあった。

申請人ａは，同年６月にｆが実施した測定に同行した際，申請人ら宅の

庭で草刈りなどした後に，顔等に紅斑や発しんが出たことがあった。

⑵ 職権調査（職２，３，５）

ア 職権調査の目的，対象について

(ｱ) 当裁定委員会は，本件裁定申請に対する判断に必要な職権調査実施計

画の策定並びに職権調査の結果の分析及び評価を目的として，東賢一専

門委員（以下「東専門委員」という。）を選任しその助言を得ることと

した。

(ｲ) 東専門委員は，当事者の主張の内容及び提出された証拠について専門

的見地から検討し，重合排気に含まれる化学物質について，本件工場に

隣接する申請人ら宅との敷地境界付近，申請人ら宅敷地内，申請人ら宅

内における化学物質の定性定量分析を行い，申請人ら宅の居住者への健

康影響の観点からその分析結果を評価することを目的とする職権調査実

施計画を策定した。

すなわち，職権調査の対象とする物質を，重合工程で使用されている

ことに争いがなく，かつ，重合排気に含まれていると考えられる１－ブ

タノール（甲６１，乙９，１０）と，簡易クロマトグラフ型ＶＯＣモニ

ターによって，申請人ら宅敷地内の物干し場等で検知されたトルエンを

代表とする揮発性有機化合物（甲５５，１１４によれば，複数日におい
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て，ベンゼン，トルエン，エチルベンゼン，ｐ－キシレン，ｏ－キシレ

ンなど，特にトルエンが明瞭に検知されている。）とする。

その上で，１－ブタノール及びトルエンについては定量分析を行い，

トルエン以外の揮発性有機化合物については，定性分析を行い，主要な

物質については，当該物質のトルエン換算濃度を算出することとした

（トルエン換算濃度とは，ある物質につき，標準物質であるトルエンの

検量線を用いて算出した濃度（当該物質の測定値をトルエンの検量線の

縦軸に当てはめ，横軸に示された濃度を読み取った値）である。）。

(ｳ) なお，重合工程において，１－ブタノールのほか，ｐ－トルエンスル

ホン酸鉄及び３，４－エチレンジオキシチオフェンが使用されているこ

とに争いはない。

しかし，ｐ－トルエンスルホン酸鉄は，常温で固体であり，モノマー

（３，４－エチレンジオキシチオフェン）にドーピング（添加）するこ

とで，重合反応で生成された樹脂であるポリエチレンジオキシチオフェ

ンの中にドーパントとしてとどまり，導電性の確保に寄与している（乙

４，職３）。申請人らは，重合反応の余剰生成物として，ｐ－トルエン

スルホン酸が発生するのではないかと主張するが，重合工程における加

熱時間及び温度の程度（前記前提事実⑶ア④）で，ｐ－トルエンスルホ

ン酸鉄からｐ－トルエンスルホン酸が発生するとは考え難い。したがっ

て，ｐ－トルエンスルホン酸が重合排気口から大気中に排出される可能

性は考えにくい。

また，３，４－エチレンジオキシチオフェンは，平成１３年３月８日

及び同月９日に実施された蓄熱型脱臭試験装置の効果のサンプリング分

析の結果，脱臭試験装置入口で採取した重合排気に含まれる濃度が０．

０５ｐｐｍ以下（同年３月８日分は，ガスクロマトグラフでわずかにピ

ークとして０．０２３ｐｐｍが検出されている（乙９，１０。なお，乙
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９，１０の「３，４－エチレンジオキフェノン」，「３，４－エチレン

ジオキシフェノン」との記載は，「３，４－エチレンジオキシチオフェ

ン」の誤記と思われる。）。）と極微量であることや，その有害性を評

価するに必要な情報（下記⑶アに記載した基準値や指針値がなく，評価

値を導出することも困難である。）が限定的で，現在の科学的知見をも

って３，４－エチレンジオキシチオフェンの健康影響を評価することは

困難である。

以上の理由から，これらの物質は，職権調査の対象としていない。

(ｴ) 当裁定委員会は，上記策定された内容で職権調査を実施することが必

要かつ相当と判断し，ｑ株式会社に対し，本件に係る大気の採取，分析

調査（以下「本件職権調査」という。）としてその実施を委託した。

イ 実施概要

(ｱ) 対象空気の捕集方法及びその分析方法

１－ブタノールについては，対象空気を０．２Ｌ／minの流速で２４

時間，捕集材（カーボシーブＳⅢ，ＯＲＢＯ９１，シグマアルドリッチ

ジャパン製）を充填した捕集管に捕集し，溶媒を抽出後，試料の１１分

の１をカラムに注入し，ＧＣ／ＭＳ法（ガスクロマトグラフ質量分析

法）により分析する。１－ブタノールの定量下限値を，０．０４㎍／㎥

とする。

トルエン及びその他の主要成分については，対象空気を０．０１Ｌ／

minの流速で２４時間，捕集材（ＴＥＮＡＸ-ＴＡ，シグマアルドリッチ

ジャパン製）を充填した捕集管に捕集し，加熱脱着後，試料の全量をカ

ラムに注入し，ＧＣ／ＭＳ法により分析する（一般に「加熱脱着法」と

呼ばれている。加熱脱着法の特徴として，捕集管に捕集した試料の全量

をカラムに注入できるため，高い分析感度を得ることができる。もっと

も，繰り返し分析することができないため，本件職権調査では捕集管を
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２本用意している。甲１１９，職２参照）。定性分析は，ＳＣＡＮの結

果をもとに，ＭＳ（質量分析計）のライブラリーを用いて，ヒット率８

５％をめどに行い，主要成分のピークについて，上位５成分程度を対象

にトルエン換算濃度を算出する。トルエン及びその他の成分の定量下限

値を０．２㎍／㎥とする（実際には，ｑ株式会社は，各捕集地点で検出

された全物質について，ピークを算出して定性分析を行い，別紙５の表

に記載された範囲で，トルエン換算濃度を算出した。）。

(ｲ) 対象空気の捕集地点

捕集地点を，①工場排気口，②工場側敷地境界，③住宅敷地内，④住

宅室内の４か所（職２〈１頁の図２－１〉）とする。

①工場排気口の対象空気は，捕集管にチューブでつなげられたテフロ

ン製の採取管を煙道に挿入することにより捕集する。採取管から捕集管

までの距離は約２．５ｍあり，捕集管及び測定機材は，本件工場の屋根

上に設置する。ｑ株式会社は，本件職権調査の事前調査（平成２８年８

月２４日実施）の際と本件職権調査の実施の際，いずれも工場排気口内

の温度が約７０℃であることを確認した。②工場側敷地境界の対象空気

は，コンクリート台の上に，③住宅敷地内の対象空気は，申請人ら宅南

側の物干し台があるスペースに，④住宅室内の対象空気は，申請人ら宅

の２階寝室に，それぞれ捕集管及び測定機材を設置することにより捕集

する。

(ｳ) 対象空気の捕集日及び時間

平成２８年１０月４日（火）午後２時から翌５日（水）午後２時まで

の２４時間連続とした（本件職権調査の事前調査（同年５月１９日実

施）において，本件工場では，ＰＸを月曜日から金曜日まで２４時間体

制で製造しており，月曜日の午前と金曜日の午後は製造ラインの立ち上

げと停止のため，ＰＸを製造していないこと，ＰＸの製造量は１０月か
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ら１１月までは安定しているが，１２月は低下することを確認したため，

捕集日及び時間を上記日時に設定した。）。

なお，申請人ら宅において，同年１０月４日午前９時１０分ないし１

５分頃から約３０分間，窓を開けて換気をしたが，その後，同日午後２

時に捕集を開始するまでの間及びその後の捕集時間中，窓を開けた事実

はなく，閉めた状態であった。

(ｴ) 温度，相対湿度

捕集時間中，対象空気の捕集地点において，温度，相対湿度を１０分

ごとに測定した。測定時間中の平均値は，①工場排気口（温度１７．４

℃，相対湿度７３％。なお，最高気温は，平成２８年１０月４日午後２

時頃の約２７℃であった。），②工場側敷地境界（温度１６．３℃，相

対湿度７６％），③住宅敷地内（温度１６．６℃，相対湿度７４％），

④住宅室内（温度２２．１℃，相対湿度６６％）であった。

ウ 分析結果

本件職権調査の分析結果によって判明した各物質の濃度及びトルエン換

算濃度は，別紙５の表記載のとおりである。その他，③住宅敷地内で，ト

ルエン換算濃度５．１㎍／㎥（同地点において検出された物質のうちピー

ク強度４位）の物質が検出されたが，定性不能であった。

別紙５の表のスコアは，ＭＳ（質量分析計）のライブラリー検索におけ

るヒット率を記載したもので，スコアが１００に近いほど左欄記載の物質

である可能性が高いものである。また，本件職権調査においては，トラベ

ルブランクを３検体用意しており，上記表の左欄記載の物質のうち，３検

体に共通して検出された１－ブタノール，トルエン，ヘキサメチルシクロ

トリシロキサンについては，ブランク濃度（３検体の平均値）を差し引い

た値を，同表における各物質の濃度又はトルエン換算濃度としている。

⑶ 本件職権調査の分析結果に対する東専門委員の評価（職３，６）
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ア 東専門委員は，本件職権調査で得られた分析結果を健康影響の観点から

評価するに当たって，日本の関係省庁や国際機関等で公表されている個々

の化学物質の気中濃度の基準値や指針値（別紙６の一覧表の，厚生労働省

・室内濃度指針値，環境省・大気環境基準，世界保健機関欧州地域事務局

・空気質ガイドライン，ドイツ連邦環境庁・室内空気指針値Ⅰ・Ⅱがこれ

に該当する。）を用いた。これらの基準値や指針値は，別紙６の一覧表の

欄外（＊ないし＊＊＊＊）に記載のとおり，上記各機関において，特定の

化学物質を扱う職業性ばく露を対象とするのではなく，一般環境の住民を

対象とし，当該物質の毒性の定性的性質等も考慮した上で，長期間，人が

吸入しても健康への有害な影響を受けないであろうと判断された値である。

また，東専門委員は，これらの基準値や指針値が公表されていない物質

については，関係省庁や諸外国の専門機関等が公表している有害性評価を

前提に評価することとし，別紙６の一覧表のとおり，米国環境保護庁が提

供する参照濃度，米国毒物疾病登録庁が提供する最小リスクレベル，欧州

化学品庁が提供する無影響レベル（ＤＮＥＬ）の各値（以下，これらを

「評価値」という。）を用いた。これらの評価値は，別紙６の一覧表の欄

外（♯ないし♯♯♯♯）に記載のとおり，上記各機関において，当該物質

の毒性の定性的性質等も考慮した上で，長期間，人が吸入しても健康への

有害な影響を受けないであろうと判断された気中濃度の値である。

以上を前提に，東専門委員は，各捕集地点で検出された各物質の濃度又

はトルエン換算濃度に対し，特定の物質が及ぼす一般環境の住民の健康へ

の影響を考慮するに当たっては，当該住民がばく露する場所で当該物質の

濃度を検討すべきとの観点から，以下のとおり評価を行った。なお，別紙

５の表にある１－ブタノール及びトルエン以外の物質については，トルエ

ン換算濃度であるため，実際にこれらの物質が存在した正確な濃度ではな

く，指針値や基準値あるいは評価値との比較は厳密にはできないとしなが
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らも，参考として，健康影響の可能性を検討したものである。

イ １－ブタノールについて

ドイツ連邦環境庁の１－ブタノールの室内空気指針値Ⅰ（長期間ばく露

したとしても健康影響を引き起こす十分な科学的根拠がない値）は７００

㎍／㎥であるが，本件職権調査で検出された１－ブタノールの濃度は，①

工場排気口で２８０㎍／㎥と，同指針値より低く，工場排気口から排出さ

れた１－ブタノールは大気中に十分拡散したものとみられ，②工場側敷地

境界で０．１３㎍／㎥，③住宅敷地内で０．０４㎍／㎥，④住宅室内で２．

１㎍／㎥と，いずれも同指針値Ⅰより十分低い。

また，国立医薬品食品衛生研究所が平成１７年１月から同年２月までに

かけて，全国５０戸の既築住宅に対して行った室内濃度と屋外濃度の調査

結果は，室内平均値０．７３㎍／㎥，室内最大値７．６㎍／㎥，屋外平均

値０．４４㎍／㎥，屋外最大値２２㎍／㎥であり，平成２４年夏期に全国

４５戸の新築住宅に対して行った室内濃度の調査結果は，室内最大値２２

７㎍／㎥であった。④住宅室内で２．１㎍／㎥という濃度は，上記の全国

調査における既築住宅の平均値の３倍程度，最大値の３分の１程度で，新

築住宅の最大値より著しく低い。

ウ トルエンについて

トルエンの厚生労働省の室内濃度指針値及び世界保健機関欧州地域事務

局の空気質ガイドラインはいずれも２６０㎍／㎥であるが，本件職権調査

で検出されたトルエンの濃度は，①工場排気口で３８㎍／㎥，④住宅室内

で１１㎍／㎥であり，これらの指針値より十分低く，②工場側敷地境界及

び③住宅敷地内は定量下限値（０．２㎍／㎥）未満であった。

国立保健医療科学院が平成２４年から平成２６年までにかけて全国６０

２戸の既築住宅に対して行った室内濃度と屋外濃度の調査結果は（以下，

同調査を「全国６０２戸調査」という。），冬期で室内平均値１１㎍／㎥，
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室内最大値７６０㎍／㎥，屋外平均値５．５㎍／㎥，屋外最大値１５０㎍

／㎥，夏期で室内平均値１２㎍／㎥，室内最大値３３０㎍／㎥，屋外平均

値７．０㎍／㎥，屋外最大値９４㎍／㎥であった。④住宅室内で１１㎍／

㎥という濃度は，上記調査の室内平均値と同程度である。

エ 定性分析結果からトルエン換算濃度を算出した主要な化学物質について

(ｱ) ①工場排気口から検出された物質について

ａ 別紙５の表のとおり，①工場排気口において，メタクリル酸エチル

が１８０㎍／㎥，３－エトキシプロパン－１，２－ジオールが２２０

㎍／㎥，ethyl２-ethyl-３-hydroxy-butanoateが３６０㎍／㎥，１，

２－ヘキサンジオールが２３０㎍／㎥，ethyl１-methyl-２-oxocyclo

pentane-１-carboxylateが１０００㎍／㎥で，比較的高濃度で検出さ

れているが，これらの物質は②工場側敷地境界，③住宅敷地内及び④

住宅室内では検出されておらず（定量下限値未満），大気中に十分拡

散されたと考えられる。

また，欧州化学品庁が提供している評価値のうち，長期間ばく露に

おける全身性の評価値は，メタクリル酸エチルが７６００㎍／㎥，１，

２－ヘキサンジオールが３０００㎍／㎥であり，メタクリル酸エチル

の気道刺激の評価値が１８９８００㎍／㎥である。上記①工場排気口

から検出された濃度は，これらの評価値よりも十分低い。

ｂ 別紙５の表のとおり，①工場排気口において，ヘキサナールが４４

㎍／㎥，キシレンが合計８０㎍／㎥，α－ピネンが１３㎍／㎥，(４

β)-ｐ-メンタ-１(7),８-ジエンが５１㎍／㎥，デカメチルシクロペ

ンタシロキサンが１３㎍／㎥検出され，これらの物質は，③住宅敷地

内や④住宅室内でも検出されている。③住宅敷地内や④住宅室内で検

出された濃度は，①工場排気口で検出された濃度よりも低く，このこ

とは工場排気口で排出された物質は大気中に拡散されたと考えられる。
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もっとも，α－ピネンとデカメチルシクロペンタシロキサンは，②

工場側敷地境界や③住宅敷地内では検出されておらず，④住宅室内で

検出された濃度（３．５㎍／㎥と７．８㎍／㎥）は，①工場排気口で

検出された濃度と比べて桁違いには低くなかったことから，④住宅室

内に発生源が存在する可能性がある。一般的に，α－ピネンは木材，

シロキサン類はシリコン系コーキング剤が発生源として考えられる。

ドイツ連邦環境庁室内空気指針値Ⅰは，ヘキサナールが１００㎍／

㎥，キシレンが１００㎍／㎥，α－ピネンが２００㎍／㎥，デカメチ

ルシクロペンタシロキサンが４００㎍／㎥であり，上記のとおり，①

工場排気口で検出されたこれらの物質の濃度は，いずれも同指針値を

超えていない（(４β)-ｐ-メンタ-１(7),８-ジエンは，指針値がなく，

評価値の導出もできない。）。

(ｲ) ②工場側敷地境界又は③住宅敷地内から検出され，④住宅室内からも

検出された物質について

ａ 別紙５の表のとおり，ヘキサメチルシクロトリシロキサン，オクタ

メチルシクロテトラシロキサン及びノナナールは，④住宅室内で検出

された濃度（８．３㎍／㎥，４．５㎍／㎥，４．０㎍／㎥）が，②工

場側敷地境界（０．３５㎍／㎥）や③住宅敷地内（０．５１㎍／㎥，

０．５１㎍／㎥，０．４５㎍／㎥）で検出された濃度よりも桁違いに

高く，申請人ら宅内に発生源が存在する可能性がある。一般的に，ノ

ナナールはベニヤ床板，中執繊維板，パーティクルボード，シロキサ

ン類はシリコン系コーキング剤が発生源として考えられる。

もっとも，ノナナールの厚生労働省の室内濃度の暫定指針値が４１

㎍／㎥，シロキサン類のドイツ連邦環境庁室内空気指針値Ⅰが４００

㎍／㎥であり，④住宅室内で検出された濃度は，これらの指針値より

十分低い。
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ｂ 別紙５の表のとおり，ベンゼンは，②工場側敷地境界で１．６㎍／

㎥，③住宅敷地内で２．０㎍／㎥，④住宅室内で１．２㎍／㎥が検出

されており，各濃度に大きな差はなく，環境省の大気環境基準である

３㎍／㎥を下回っている。

全国６０２戸調査の結果は，ベンゼンについて，冬期は室内平均値

２．３㎍／㎥，室内最大値１９㎍／㎥，屋外平均値１．５㎍／㎥，屋

外最大値６．３㎍／㎥，夏期では室内平均値１．３㎍／㎥，室内最大

値１４㎍／㎥，屋外平均値１．０㎍／㎥，屋外最大値１０㎍／㎥であ

った。②工場側敷地境界，③住宅敷地内及び④住宅室内で検出された

濃度は，上記調査の室内平均値と同程度であった。

ｃ 別紙５の表のとおり，スチレンは，②工場側敷地境界が０．５４㎍

／㎥，③住宅敷地内が０．３９㎍／㎥，④住宅室内が２．４㎍／㎥で

あり，④住宅室内がやや高い濃度で検出されているが，いずれも厚生

労働省の室内濃度指針値２２０㎍／㎥を大きく下回っている。

ｄ 別紙５の表のとおり，ベンズアルデヒド，アセトフェノン，安息香

酸は，②工場側敷地境界（８．９㎍／㎥，１１㎍／㎥，５４㎍／㎥）

及び③住宅敷地内（６．９㎍／㎥，７．６㎍／㎥，３５㎍／㎥）で検

出された濃度が，④住宅室内で検出された濃度（２．８㎍／㎥，２．

４㎍／㎥，１．６㎍／㎥）よりも高い。ベンズアルデヒドのドイツ連

邦環境庁室内空気指針値Ⅰは２０㎍／㎥，アセトフェノンと安息香酸

についての欧州化学品庁が提供する評価値は，それぞれ長期間ばく露

における全身性の評価値が１８４００㎍／㎥，１５００㎍／㎥，安息

香酸の気道刺激の評価値が６０㎍／㎥となっており，②工場側敷地境

界及び③住宅敷地内で検出されたこれらの物質の濃度は，いずれもこ

れらの指針値又は評価値より低い。

ベンズアルデヒド，アセトフェノン，安息香酸は，構造的に類似し
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た物質であり，化学反応により相互に生成する可能性がある。本件職

権調査で検出されたこれらの物質の濃度は，②工場側敷地境界，③住

宅敷地内，④住宅室内の順に低下している。全国６０２戸調査の結果，

ベンズアルデヒドの屋外最大値は６．９㎍／㎥であり，本件職権調査

で検出されたベンズアルデヒドの濃度（②工場側敷地境界８．９㎍／

㎥，③住宅敷地内６．９㎍／㎥）は，屋外の濃度としては高い。ＴＥ

ＮＡＸ捕集管を１０分間直射日光にさらすと，アルミ箔で被覆して遮

光した捕集管では，ベンズアルデヒド，アセトフェノン，安息香酸の

生成はみられなかったが，アルミ箔で遮光しなかった捕集管では，こ

れらの物質が分解生成されることが確認されている（この点について

は，東専門委員の意見書（職３，６）のみならず，甲１２１号証から

も認めることができる。）。本件職権調査において，①工場排気口で

は，捕集管が直射日光を浴びることはなかったが（職２〈３頁の図２

－２，７頁の図２－６〉），②工場側敷地境界と③住宅敷地内での捕

集は，ポリ容器で捕集管を覆ったのみで，アルミ箔で被覆するまでの

遮光にはなっておらず，②工場側敷地境界は四方に障害物がなく日光

を浴びやすいこと（同〈４頁，７頁の図２－７〉），③住宅敷地内は

片方に申請人ら宅があり日光を浴びるレベルが低下すること（同〈５

頁，８頁の図２－８〉），④住宅室内は，捕集管の横に窓があるため

日光が侵入していること（同〈８頁の図２－９〉）と，本件職権調査

の各地点で検出された濃度の変化とは類似の傾向があるように思われ，

ベンズアルデヒド，アセトフェノン，安息香酸の検出は，太陽光に含

まれる紫外線で捕集剤が分解し，これら一連の物質が同時生成した可

能性がある。

(ｳ) その他の物質

別紙５の表のとおり，④住宅室内のみから，２－エチル１－ヘキサノ
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ール（別紙５の表の「２－エチル１－ヘキサナール」は誤記と思われる。

職２〈１９頁〉参照）が１７㎍／㎥，２，５－ジフェニル－１，４－ベ

ンゾキノンが６．１㎍／㎥検出されているが，２－エチル１－ヘキサノ

ールは，ドイツ連邦環境庁室内空気指針値Ⅰの１００㎍／㎥よりも十分

低い。

また，③住宅敷地内のみから，ｎ－ヘキサンが３．５㎍／㎥検出され

ているが，米国環境保護庁が提供する評価値７００㎍／㎥よりも十分低

い。

２ 争点⑴ 加害行為（本件工場の排気に含まれる有害物質）について

⑴ 申請人らは，本件工場の排気に含まれる物質を多数主張し，本件工場の排

気に含まれる物質の種類及び濃度について争いがあるところ，以下，本件職

権調査の分析結果等について（下記⑵），その他の申請人らの主張について

（同⑶）の順に検討する。

⑵ 本件職権調査の分析結果等について

ア 本件職権調査は，本件工場におけるＰＸの製造日に実施され，重合排気

に含まれる１－ブタノール，申請人ら提出の証拠（甲５５，１１４）から，

本件工場の排気に含まれている可能性があると考えられるトルエン及びト

ルエンを代表とする揮発性有機化合物を対象とし，これらの物質の申請人

ら宅の居住者の健康に対する影響の有無を判断するに当たって適切な捕集

地点を４か所設定し，対象とした物質を適した方法により捕集している。

捕集地点を当該４か所に設定することで，①工場排気口で検出される物質，

すなわち重合排気に含まれる化学物質が申請人ら宅にどの程度到達してい

るのかだけではなく，重合排気以外に，化学物質の発生源（宮城工場，申

請人ら宅等）があるかどうかを検討することが可能となるものである。

そして，その分析結果（トルエン以外の揮発性有機化合物についても，

同定された物質についてはトルエン換算濃度を算出した。）について，東
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専門委員は，その専門的知見に基づき，関係各機関において，一般環境の

住民を対象とし，各物質の毒性等の定性的性質等も考慮した上で，長期間，

人が吸入しても健康への有害な影響を受けないと判断された値である基準

値や指針値，評価値との比較のみならず（①工場排気口において検出され

た物質のうち，３－エトキシプロパン－１，２－ジオール，ethyl２-ethy

l-３-hydroxy-butanoate，ethyl１-methyl-２-oxocyclopentane-１-carbo

xylateは，評価値を導出することができず，評価値との比較は行われてい

ないが，これら物質は他の地点では検出されていない（定量下限値未

満）。），全国６０２戸調査の結果等とも比較した上で，各物質と申請人

ら宅の居住者に対する健康への影響を評価したもので，その評価の方法及

び内容は適切なものといえる。

したがって，本件職権調査実施時の重合排気に含まれる１－ブタノール，

トルエン及び同定された揮発性有機化合物には，申請人ら宅の居住者の健

康に影響を及ぼす程の濃度の有害物質が存在すると認めることはできない。

イ 申請人らは，本件職権調査の実施方法や分析結果に対する東専門委員の

評価に対し，ｆの意見書（甲１２２，１２４，１２６，１３１）等を提出

するなどしてるる指摘し，東専門委員の評価には重大な見落としや根拠不

明確なものがあると主張するので，以下，主な指摘について検討する。

(ｱ) 申請人らは，本件職権調査の実施前に約３０分間，窓を開けて換気を

したことで，汚染された外気が申請人ら宅内に入っており，④住宅室内

での検出結果は，外気が室内に滞留したものの可能性があると主張する。

また，申請人らは，東専門委員がα－ピネンなどの発生源が申請人ら宅

内にあると指摘している点について，外気が室内に滞留している可能性

を検討していないなどと主張する。

しかし，上記１⑵イ(ｳ)で認定したとおり，約３０分間の換気後，午

前９時４５分頃には窓を閉め，午後２時に捕集を開始するまでの間及び
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その後の捕集時間中は窓を閉めた状態であった。窓を閉めてから捕集開

始まで約４時間１５分程度の時間があり，捕集開始時には，室内発生源

から放散された物質の濃度が安定した状態に十分達していると考えられ

るから（職６），室内を発生源とする物質の濃度を測定する方法として

適切なものであり，本件職権調査の④住宅室内の分析結果及びこれに対

する東専門委員の評価内容に疑問を差し挟むものではない（なお，平成

２７年３月に申請人ら宅の２階寝室において２４時間捕集した室内空気

の分析結果（甲９４）をみると，トルエンは定量下限値（３０㎍／㎥）

未満，キシレンは定量下限値（９０㎍／㎥）未満で，ホルムアルデヒド

等，その他の物質も定量下限値を超えて検出されたものはなく，本件職

権調査における④住宅室内の分析結果と矛盾しない。）。

(ｲ) 申請人らは，①工場排気口付近でのＴＥＮＡＸ-ＴＡの使用は，チュ

ーブが高温状態となって酸素を含むガスが通過するため樹脂の分解が進

み，捕集効率が低下するとされていること，別紙５の表によれば，①工

場排気口で検出された物質は，他の場所に比べて桁違いに高濃度である

のに④住宅室内よりも検出物質数が少ないこと，①工場排気口では高濃

度の物質の排気が考えられ，低濃度の物質の検出漏れの可能性があるこ

とから，捕集に際しては高濃度用と低濃度用の２本を用意すべきではな

いかなどと指摘する（甲１２２，１２４）。

しかし，上記１⑵イ(ｲ)で認定した事実及び証拠（職５，６）によれ

ば，ｑ株式会社は，本件職権調査の事前調査時に工場排気口内の温度が

約７０℃であることを確認し，高温度の排気を通気した場合の捕集管部で

どの程度の温度になるかを知るために，約１５０℃まで加温した乾燥機内

の空気をポンプで吸引し捕集管の手前の温度を測定する実験を行ったとこ

ろ，吸引部から約５０㎝離れた箇所以降は，周囲の温度と同程度の約３０

℃まで低下していることを確認したこと，本件職権調査実施時も①工場排
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気口内の温度が約７０℃であり，外気温が２７℃であったこと，試料採取

部から捕集管までの配管は約２．５ｍであったことが認められ，これらの

事実を考慮すると，①工場排気口内の温度が捕集管の捕集効率に影響を与

えた可能性はないと考えられる。

また，東専門委員の意見書（職６）のとおり，①工場排気口で検出さ

れた物質数が④住宅室内で検出された物質数より少ないことや，①工場

排気口でベンゼンやスチレンが検出されていないことについては，①工

場排気口が重合排気を局所排気するものであるのに対し，一般大気や室

内空気中には，環境中のさまざまな排出源から排出された低濃度で多種

類の物質を含むためで，不自然な検出結果とはいえない。また，①工場

排気口における捕集及び分析は，上記１⑵イ(ｱ)で認定したとおり，他

の捕集地点と同じレンジ及び定量下限値で実施され，①工場排気口のク

ロマトグラフ（職２〈添付資料⑵のサンプル名４３４１０１１０－０１

Ｇ－００１〉）を見ても，チャートの上限を超えているような物質はな

く，他の捕集地点の分析結果と比較して検出漏れがあるといった不自然

さはみられない。

(ｳ) 申請人らは，本件職権調査の分析結果に対する東専門委員の評価方法

にも多数の疑問を指摘する。

まず，申請人らは，一般大気の濃度を検討するに当たって，室内空気

の基準値や指針値を適用することが不適切であると指摘する。しかし，

一般大気であっても，室内空気であっても，一般住民が日常生活の中で

吸入する条件は同じであって，一般大気と室内空気の基準値や指針値は

同じ値に設定されるべきと考えられており，世界保健機関は，空気質ガ

イドラインを一般大気と室内空気の両方に適用しており，上記指摘は当

たらない。

また，申請人らは，ｎ－ヘキサンの評価値（別紙６の一覧表）として，
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桁違いの複数の値が挙げられていることを例に挙げて，基準値や指針値，

評価値の設定の仕方について疑問を述べるようであるが，一般環境の住

民に対する長期間影響を考慮した上での安全とされる値が各機関によっ

て異なるのは，その考え方の違いにほかならない（職６。なお，そもそ

も東専門委員は，ｎ－ヘキサンの評価に当たって，欧州化学品庁の１６

０００㎍／㎥ではなく，より厳しい米国環境保護庁の７００㎍／㎥との

比較を行っている。）。申請人らは，欧州化学品庁が提供する値が累積

気中濃度ではないかと指摘して，ばく露の影響が出始める日数を算出し

ているが（甲１２２の１１頁），ヒトの代謝と排せつを考慮していない

誤った解釈といわざるを得ない。申請人らは，欧州化学品庁のリスク判

定を検討していないとも指摘するが（同），東専門委員は，上記のとお

り，ｎ－ヘキサンなどについて，検知された濃度（ばく露量）と無影響

レベル（ＤＮＥＬ）とを比較し，欧州化学品庁が想定しているリスク判

定を行っているのであり，当を得ない指摘というほかない。その他申請

人らはるる指摘するが，東専門委員が採用した基準値，指針値，評価値

に基づく評価方法の妥当性に疑問を生じさせるような指摘は見当たらな

い。

さらに，申請人らは，単一物質としては基準値等以下でも，長期にわ

たる複合ばく露により健康に影響が出るのではないかと指摘するが（甲

１２６），ダイオキシン類など一部の物質を除いて，現在の科学的知見

においては，複合ばく露の健康影響に対する評価方法は確立しておらず，

本件職権調査の分析結果に対する東専門委員の評価方法が不十分なもの

と評価することはできない（甲１３４，職７。なお，労働者の健康障害

を予防するための手引に用いられることを目的として作成された日本産

業衛生学会の許容濃度等の勧告には「５．混合物質の許容濃度」の考え

方として「２種またはそれ以上の物質にばく露される場合には，現実的
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には，相加が成り立たないことを示す証拠がない場合には，２種または

それ以上の物質の毒性は相加されると想定し…」と記載されているが

（甲５９〈２枚目〉），これは，あくまで上記予防目的の観点からのも

のと解される。）。

(ｴ) 申請人らは，ベンズアルデヒドが強い変異原性が認められた化学物質

であること，メタクリル酸エチル（東専門委員が，欧州化学品庁が提供

する評価値との比較を行っている物質）が，厚生労働省の「職場のあん

ぜんサイト」で「環境中に放出してはならない」とされていること，②

工場側敷地境界で検出されたフェノールやフタル酸ジエチル（申請人ら

は，職２号証の添付資料⑵のデータを元に，別紙５の表に記載された物

質以外の物質についてもトルエン換算濃度を算出したとして甲１２５号

証の①から④までを提出している。）が，アレルギー性皮膚炎を起こす

可能性がある物質であり，これらの物質の濃度が一般環境大気の最大値

に比べて高いことなどを指摘する（甲１２４）。

しかし，基準値や指針値，評価値における濃度と比較することなく，

一般環境大気の最大値よりも高い濃度であったからといって，直ちに健

康への有害な影響が生じると判断することはできないし，各物質の危険

性の定性的な評価のみをもって，申請人らの健康影響を判断することは

できない。

ウ 以上のとおり，本件職権調査の分析結果は信用できるものであり，これ

に対する東専門委員の評価も適切なものであって，その内容に疑問を生じ

させるような点はなく，本件職権調査実施時の重合排気に含まれる１－ブ

タノール，トルエン及び同定された揮発性有機化合物の濃度は，申請人ら

宅の居住者の健康に影響を及ぼすほどのものであると認めることができな

い。

この点，前記前提事実，上記１⑴の認定事実及び乙３号証によれば，本
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件工場は，平成１０年頃からＰＸの製造を開始して，平成１２年以降にＰ

Ｘの量産化を始めたこと，平成２１年１１月頃以降に本件消臭器が設置さ

れたこと（平成２３年３月時点の本件消臭器の位置は，別紙３の図面１の

とおりであり，重合排気口合計１２か所のうちの２か所は，本件消臭器と

ダクトで接続されていないものであった。），本件消臭器の中和消臭の仕

組みとして，化学反応，相殺作用及びマスキング効果の３つの働きがある

と説明されていること，本件工場は，平成２３年３月の被災後に建て替え

られ，設備変更や増改築が行われ，全ての重合排気口に接続するダクトが

本件消臭器と接続され，重合排気口が全て上向きに設置されたこと，この

頃，ＰＸの生産量がピーク（１か月当たり５０００万個程度）を迎え，平

成２５年時点での生産量は３０００万個から３５００万個程度であったこ

とが認められる。以上の事実を考慮すれば，本件職権調査実施時の重合排

気に含まれる物質の濃度と，ＰＸの製造開始から申請人らが申請人ら宅に

居住していた平成２３年３月までの間に本件工場から排出されていた重合

排気に含まれる物質の濃度とが同等であるとは考え難い。

しかし，同月以前の重合排気に関する客観的証拠は，平成１３年３月に

蓄熱型脱臭試験装置の効果に関して実施された重合排気のサンプリングの

分析結果（脱臭試験装置入口で，１－ブタノールが２３ないし２４ｐｐｍ

の濃度で検出されたこと等（乙９，１０））と，平成２２年１２月に作業

環境測定として実施された宮城工場の敷地境界４か所及び本件工場の脱臭

装置排気口（重合排気口，別紙３の図面１記載の赤④）から採取した試料

の１－ブタノールの分析結果（いずれも定量下限値の１ｐｐｍ未満（１ｐ

ｐｍは約３０３０㎍／㎥に相当する。）であったこと（乙８の２））があ

るのみで，ほかにはない。上記平成１３年３月の脱臭試験装置入口で１－

ブタノールが２３ないし２４ｐｐｍという濃度は，本件職権調査の①工場

排気口で検出された１－ブタノールの濃度と比較するとかなり高濃度であ
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るが（１－ブタノールに対しては，本件消臭器が有効に作用している可能

性がある。），排気が大気中で拡散されることに加え，工場側敷地境界や

申請人ら宅敷地内における１－ブタノールの濃度に関する証拠がないこと

をも併せ考えると，上記脱臭試験装置入口の濃度をもって，平成１３年３

月当時，１－ブタノールの排気が申請人ら宅の敷地内等に申請人らの健康

に影響を及ぼすほどの濃度で到達していたと認めるには足りない。申請人

らは，本件工場の煙突の形状の推移を考えると，平成２１年までは，臭気

が本件工場の屋根を伝って移動していた，臭気が拡散される先は申請人ら

宅である旨を指摘しているが（甲８），そのような事実を裏付ける客観的

な証拠はない。

以上のとおり，本件工場でＰＸの製造が開始されて以降，１－ブタノー

ル，トルエンを代表とする揮発性有機化合物を含む重合排気が申請人ら宅

の敷地内等に申請人らの健康に影響を及ぼすほどの濃度で到達していたと

認めることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。

⑶ その他の申請人らの主張について

ア エタノールについて

申請人らは，本件工場の排気にエタノールが含まれていると主張するが，

エタノールが本件工場の重合工程において使用されていることを裏付ける

客観的な証拠はない。

イ イソシアネート類，ヒドラジン類，芳香族アミン類，エチレンオキシド，

ホルムアルデヒドについて

(ｱ) 申請人らは，ｆが実施した測定により，申請人ら宅内外でイソシア

ネート類，ヒドラジン類，芳香族アミン類，エチレンオキシド，ホルム

アルデヒドが検出された，被申請人ｃの公開特許公報等にこれらの物質が

記載されているとして，本件工場の排気にこれらの物質が含まれていると

主張する。
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(ｲ) まず，公開特許公報等との関係等について検討する。

被申請人ｃの公開特許公報（甲２４，２５）には，コンデンサケース

の被膜形成にイソシアネート化合物を使用すること，引出端子の表面処理

にヒドラジン，水溶性アミン系化合物を使用することが記載されている。

しかし，前記前提事実⑶ア（ＰＸの製造工程），乙２９号証及び審問の全

趣旨によれば，本件工場では，コンデンサケースや引出端子を外部から購

入し，本件工場内でコンデンサケースの被膜形成や引出端子の表面処理を

行っていない。したがって，本件工場においては，コンデンサケースの被

膜形成に伴ったイソシアネート化合物の使用，引出端子の表面処理に伴っ

たヒドラジン，水溶性アミン系化合物の使用は考えられない。

また，申請人らは，被申請人ｃの公開特許公報等に，アルミニウム電

解コンデンサの電解液にアミンを使用すること（甲２４），導電性ポリマ

ーフィルム等の重合液にアニリンやホルムアルデヒド等を使用すること

（甲２６，１１０，１１１），固体電解コンデンサにポリエチレンオキシ

ドを使用すること（甲５８）が記載されていることを指摘する。しかし，

上記公開特許公報等が，ＰＸに関する特許か否かはさておき，そもそも，

特許は先願主義が採用されており，特許出願をしたからといって，出願人

が当該出願内容に係る発明を実施した物を製品化しなければならないわけ

ではなく，実際に当該発明を実施した物を製品化しているとも限らない。

さらに，申請人らは，ＰＸの製造で使用しているモノマーがｒ社のｓ，

ｔであり（甲６８），同社の３，４－エチレンジオキシチオフェンを原料

とする導電性ポリマーに関する公開特許情報に，ｐ－トルエンスルホン酸

の使用，架橋剤としてのイソシアネートの使用が想定されているとする

（甲６９）。しかし，上記で述べたとおり，公開特許情報に記載されてい

るからといって，それらの物質が実際に使用されているとまでは認めるこ

とができない。
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以上のとおり，公開特許公報や公開特許情報の記載をもって，当該記

載された物質が，出願人において製品の製造に使用されているというに

は足りず，下記(ｳ)のほか，本件工場において，申請人らが主張する上

記各物質の使用を積極的に裏付ける証拠はない。

(ｳ) 次に，ｆが実施した測定方法，測定結果について検討する。

ａ まず，ケムキーＴＬＤやＳＰＭのガス検知システムにより，申請人

ら敷地内等において，イソシアネート類，アミン類，ヒドラジン類の

テープに変色（検知反応）が見られたとする（甲２１，５１，５２，

９５）。

しかし，ケムキーＴＬＤやＳＰＭの製品説明（甲２２）によれば，

検知範囲（Ｒａｎｇｅ）は，ジイソシアネート類がいずれも２ｐｐｂ

から６０ｐｐｂまで（０．００２ｐｐｍから０．０６ｐｐｍまで），

ヒドラジン（Ｎ２Ｈ４）が２０ｐｐｂから３００ｐｐｂまで（０．０

２ｐｐｍから０．３ｐｐｍまで）とされている。これらの検知範囲は，

トリレンジイソシアネートの管理濃度（０．００５ｐｐｍ，甲２７），

ヒドラジンのＴＬＶ（０．０１ｐｐｍ，甲３１）を大きく超えるもの

であって，東専門委員が述べているとおり，当該物質を扱っている事

業場内で流出した場合や設備のメンテナンス等で作業者に高濃度ばく

露の可能性があるなどの場合に測定したり，それらを監視するために

チューニングされた簡易測定機器であり，日常生活を行っている一般

大気中の測定用にチューニングされたものではない（職３）。

また，確かに，ケミカセットの製品説明（甲１１６の１）には，干

渉物質や誤報がないような記載がある。しかし，上記製品説明には，

ケミカセットの各テープの開封後の消費期限，開封前の保管温度も併

せて記載されている上，ケムキーＴＬＤの販売会社の社員は，ｆの問

合せに対し，ケムキーＴＬＤが対象ガスごとに検知範囲が設定されて
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いることを前提として，検知範囲の下限に近い濃度の場合はテープの

変色が確認しづらい場合があることに加え，テープは干渉物質にも反

応すること，ケムキーＴＬＤを屋外で使用した場合には，気温，温度，

ほこりなどの影響を受けやすく，高湿度環境，ほこりが多い環境が対

象ガスや干渉物質以外の誤報の要因になる旨を説明している（甲１１

６の２）。少なくとも，ｆが，平成２５年１１月に申請人ら宅の物干

し竿を拭き取ったタオルをビニール袋に入れて，平成２６年４月に当

該ビニール袋の空気をケムキーＴＬＤで測定したという測定方法（甲

２１）は，試料採取から測定まで長時間が経過している上，対象ガス

の採取方法として，想定された方法なのか疑問である。

以上のとおり，ケムキーＴＬＤやＳＰＭが感度に優れた簡易なガス

検知システムであるといっても，設定された検知範囲において，想定

されている使用方法に基づく検知結果でなければ，結果の正確性や信

用性を認めることはできないのであって，テープが干渉物質にも反応

することや誤報の可能性も考えられる以上，イソシアネート類，ヒド

ラジン類，アミン類の各テープに変色が見られたことをもって，対象

ガスの採取地点にそれらの物質が存在したと認めることはできない。

ｂ ヒドラジン，エチレンオキシド，ホルムアルデヒド用のガス検知管

に検出反応が見られたとする（甲５７，９６，９９）。

しかし，ｆが使用したエチレンオキシド用及びヒドラジン用の各ガ

ス検知管使用説明書（甲５７，９６）には，いずれも用途として「作

業場の環境管理等…にご使用ください」と記載され，その測定範囲は，

エチレンオキシドが０．１～１４ｐｐｍ（１８３㎍／㎥～２５６２０

㎍／㎥に相当する（職３）。），ヒドラジンが０．０５ｐｐｍ～１０

ｐｐｍである。平成２６年度の環境省の大気モニタリングによれば，

エチレンオキシドの発生源周辺２１地点における大気濃度の最大値が
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１．０㎍／㎥であったこと（職３）及びヒドラジンのＴＬＶ（０．０

１ｐｐｍ）の値と比較すると，上記の各測定範囲は相当に高濃度で，

発生源周辺の大気の測定に適しているとは言い難い。また，上記の各

使用説明書には，使用上の注意事項として「測定後は直ちに読み取っ

てください」と記載されているが，甲５７，９６号証には読取値の説

明がなく，各証拠掲載の写真の撮影時期も不明である上，測定範囲内

において変色反応があると明らかに判断できるものはない（申請人ら

の第６準備書面１６頁には，ヒドラジンが０．１ｐｐｍ測定されたと

記載があるが，甲９６号証の測定①や測定⑤の写真から，そのように

読み取ることはできない。）。

他方，ホルムアルデヒド用のガス検知管使用説明書の用途や測定範

囲の記載内容等（甲９６）によれば，ｆが使用したガス検知管は，一

般の住宅室内等のホルムアルデヒドの気中濃度を測定するに適したもの

ではあるが，甲９６号証の測定②の写真や甲９９号証の８頁の写真の撮

影時期も不明であり，これらの写真から，ホルムアルデヒドの検出とい

う意味での変色反応があると判断することはできない（申請人らは，申

請人ら宅の庭において，０．１ｐｐｍの範囲で０．３ｐｐｍが記録され

た，検出下限値の０．１ｐｐｍを基準に㎍／㎥に換算すると１２７㎍／

㎥であり，極めて高濃度であると主張する（第６準備書面１５頁）。し

かし，写真上，０．３ｐｐｍの印刷目盛までの変色反応の有無を判断で

きない上，そもそも，甲９６号証によれば，１０００ｍｌ採取が行われ

たようであるのに，読取値からの補正は行われていないようであり，上

記主張は当を得ないというほかない。）。

ｃ パックテストにより，申請人ら宅の敷地内の池，睡蓮鉢及び手水鉢

にたまった水から，ヒドラジンの検出結果が得られたとする（甲５

２）。
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しかし，その他に存在する物質の影響等を検討せずして，上記池等

の水にヒドラジンが含まれていると即断することはできない。

(ｴ) 以上のとおり，本件工場におけるＰＸの製造工程において，イソシア

ネート類，ヒドラジン類，芳香族アミン類，エチレンオキシド，ホルム

アルデヒドの使用を認めることはできず，ｆによる各測定の結果を採用

することもできない。

その他，申請人らは，洗濯物等が短期間で脱色した，申請人ら宅敷地

内のメダカが大量死した，庭木が枯れたなどと主張し，証拠（甲４９，

５１，５６，６５，６７，１３０，申請人ら各本人）を提出，援用する。

甲６７号証の洗濯物等の写真を見ると，確かに，衣類や布団カバーが部

分的に脱色しているように見える。しかし，申請人ａは，事実関係等内

容説明書（甲７）において，ｆが同居し始めた頃にｆから指摘を受けて，

洗濯物の色落ちが非常に激しいと気付いた，それまでは日差しが原因だ

と信じていたと説明している。本件工場の排気によって，洗濯物等が短

期間で脱色するような状況があったのであれば，本件工場でＰＸの製造

が開始されてからｆが同居するまでの間に，申請人らがその状況の不自

然さに気付かなかったというのは理解し難い。また，申請人ら宅が本件

工場に最も近接しているが，ｅ線以西には住宅が広がっており，本件工

場の北側や東側にも民家が点在している（甲５６）のであるから，上記

のような状況であれば，本件工場の周辺住民との関係でも環境上の問題

等が生じていてしかるべきであるにもかかわらず，そのような事実はう

かがわれない。メダカの大量死や庭木の枯れ等（庭の植木の幹の部分が

緑青色に変色している状況の写真（甲１３０の画像５ないし１４）があ

るが，緑青色のものは形状からして苔と思われる。）については，実際

にそのような事象が生じたとしても，様々な原因が考えられ，本件工場

から排出される有害物質の排気によるものであるとまでは認めることが
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できない。

⑷ 以上のとおり，現在の科学的知見をもって本件全証拠を検討しても，ＰＸ

の製造が開始されて以降，本件工場の排気に申請人ら宅の居住者の健康に影

響を及ぼすほどの濃度の有害物質が含まれていたと認めるに至らないし，仮

に本件工場の排気に含まれる有害物質の重合排気口における濃度が健康に影

響を及ぼすほどの濃度であったとしても，その排気が申請人ら宅の敷地内等

に申請人らの健康に影響を及ぼすほどの濃度で到達していたとまでは認める

ことができない。

３ 争点⑵ 申請人らの身体症状と本件工場の排気との因果関係について

⑴ 本件では，本件工場から申請人ら宅の居住者の健康に影響が及ぶほどの濃

度の有害物質が排出されているという，被申請人らの加害行為と評価するこ

とができる事実を認めることはできないものの，当事者の主張立証内容に鑑

み，争点⑵についても検討することとする。

⑵ 申請人ｂについて

ア 申請人ｂは，平成１１年頃から皮膚炎等の症状が現れ，平成１７年以降

には呼吸器系の症状も現れ，平成２２年頃に症状悪化のピークを迎えた，

申請人ｂについて，ｉ医師は，有機溶剤の慢性ばく露による化学物質過敏

症と診断しており，ｋ医師は有機溶剤による中毒症状との見解を有してい

る，申請人ｂの身体症状と本件工場の排気との間に因果関係があるなどと

主張する。

イ まず，ｉ医師が有機溶剤の慢性ばく露による化学物質過敏症と診断した

点（甲３）について検討する。

ｉ医師の意見書（甲４６，１０２）によれば，ｉ医師は，申請人ｂのＱ

ＥＥＳＩの質問票の結果（化学物質不耐性３８点，症状４１点，生活障害

２４点（甲１１，４８））に日本人の化学物質過敏症患者をスクリーニン

グするためのカットオフ値を適用すると，明らかに化学物質過敏症の可能
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性があるに分類されること，申請人らが持参した事実関係等説明書の内容

及び問診で把握した内容（本件工場で使用している化学物質がｐ－トルエ

ンスルホン酸，ブタノール，３，４－エチレンジオキシチオフェンである

こと，本件工場がコンデンサを製造する過程で重合を行う際に発生する物

質を無処理で排気していること，本件工場と申請人ら宅との位置関係，洗

濯物等の脱色等）をもって上記診断を行ったと認められるが，本件工場の

排気に含まれる化学物質の種類及びその濃度等について，客観的な資料に

基づいて検討したことがうかがわれない（申請人ｂ自身，ｏ医師から，

「現地での物質名や排気量など情報があれば，状況によっては診断書を作

成します。」との説明を受けたと述べている（甲５３）。）。また，ｉ医

師の意見書（甲４６）では，化学物質過敏症診断の客観的指標として自身

が考案した化学物質負荷試験の結果（同試験の医学的意義は別として），

申請人ｂには負荷陽性と判断できるような変化が認められなかったにもか

かわらず，化学物質過敏症と診断したことの合理的な説明がされていると

はいえない。

以上によれば，ｉ医師の上記診断には疑問を持たざるを得ず，採用する

ことができない。

ウ 次に，ｋ医師が，環境要因による健康障害の疑いと診断した点（甲５）

について検討する。

ｋ医師は，上記診断の理由について，申請人ら宅における各種有機化合

物の濃度が測定されていないので，工場の排気物と症状の因果関係につい

て科学的に証明することはできないとしながら，申請人ｂの問診，ｉ医師

の紹介状の内容，気道過敏性試験の結果（ｉ医師の下での検査結果との比

較）から，工場の排気物による健康障害が極めて強く疑われると説明して

いるのであって（甲２０），本件工場の排気に含まれる化学物質の種類及

びその濃度等について，客観的な資料に基づいて検討を加えたものではな
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い。

また，ｋ医師は，申請人らについては，洗濯物が脱色したり，物干し竿

を拭き取ったタオルからイソシアネート，アミン，ヒドラジンなどの毒性

物質が検出されているので，微量ばく露でも生じるアレルギーというよう

な病態ではなく，これらの物質が大量にばらまかれたことによる中毒症状

が起こったものだと確信しているとも述べているが（甲１３５の１），イ

ソシアネート等が存在することに関しては，もっぱら申請人らの説明に依

拠したものと推測される。上記２⑶イで認定判断したところによれば，本

件工場でＰＸの製造が開始されてから申請人らが平成２３年３月に転居す

るまでの間，ｋ医師が前提としているような，イソシアネート等の毒性物

質が本件工場から大量に排出され，近隣住民が中毒症状を起こすような状

況にあったと認めることはできない。

以上によれば，ｋ医師の上記診断等は，その前提となる情報自体が不確

かなものであって，採用することができない。

エ そして，申請人ｂは，ＰＸの製造開始後に身体症状が出現したこと，ｉ

医師やｋ医師による治療の継続（タチオン錠５０㎎などの処方）及び転居

によって症状が改善したことなどをもって，申請人ｂの身体症状の原因が

本件工場の排気にあるとも主張する（１－ブタノールの身体への影響につ

いては，咳，咽頭痛，頭痛，めまい，皮膚の発赤や痛みなどとされている

（甲１１の国際化学物質安全性カード（１－ブタノール）参照）ところ，

申請人ｂの皮膚炎や呼吸器系の症状は，１－ブタノールの影響による身体

症状と矛盾しない。）。

そこで，申請人ｂの身体症状についてみると，上記１⑴ウで認定したと

おり，平成１１年頃から，金属製のアクセサリーを身に着けた時に皮膚が

ただれ，手足の血行不良や冷えを感じるようになり，平成１３年頃には頭

皮のかぶれがあったというものである。しかし，申請人ｂに生じた皮膚症
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状の程度やいつ頃まで症状が続いたのか，悪化したのか等に関する客観的

な証拠は提出されておらず，申請人ｂは，平成５年頃には花粉症と診断さ

れ，平成２２年１２月と平成２３年９月に行われたアレルギー検査の結果，

スギが陽性であったことからすると，金属やスギ花粉に対するアレルギー

体質で皮膚症状についてもその影響による可能性があると考えられる上，

手足の血行不良や冷えといった身体症状は，その発症時期（５１歳頃）及

び内容に照らせば，更年期に伴う身体の不調の現れである可能性も十分に

考えられ（乙２４），本件工場の排気との因果関係を推認するのは困難で

ある。

また，平成１６，１７年頃からの身体症状についてみると，上記１⑴カ，

コ(ｲ)で認定したとおり，申請人ｂは，平成１６年頃から本件工場の臭気

を感じたときなどに頭痛が出て，平成１７年頃から気管支に違和感を覚え，

咳，痰，喉の痛み等が生じるようになり，平成２０年５月にも気管支炎と

診断され，平成２２年１２月にはｉ医師の下で咳感受性亢進が認められて

いる。上記のうち呼吸器系の症状については，花粉症，メニエール症や更

年期障害との関係は考えにくいものの，申請人ｂは，横浜市内への転居か

ら数年が経過した平成２６年頃になっても，光化学スモッグの警報が出た

日等に気管支が過敏に反応したり，同年７月，ｆが申請人ら宅から持ち帰

ったジップロックに入れられたタオルを確認中，喉や気管支の辺りがモワ

ーッと熱くなったなどと説明している（甲５３）。ｋ医師は，転居によっ

て気道過敏性亢進が改善（正常化）したとしているが（甲２０），気道過

敏性亢進については，不安などの影響を受けることが知られており（職

４），必ずしも体内に取り入れる外気の影響のみによって生ずるものとは

いえない。以上のほか，上記２⑵ウで認定判断したところに加え，本件職

権調査以外に工場側敷地境界や申請人ら宅敷地内における１－ブタノール

などの化学物質の濃度を示す的確な証拠がないことも併せ考えると，申請
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人ｂの呼吸器系の症状の原因が本件工場の排気にあるとまでは認められず，

これを認めるに足りる証拠はない。申請人ａは，平成２２年１１月１日付

けの事実関係等内容説明書（甲７）において，同人に生じた皮膚炎や，申

請人ｂに生じた呼吸器系の症状，皮膚症状及び目の違和感等の原因は本件

工場から排気される有機溶剤（ブタノール）等のばく露によるもので，そ

れらの影響により複合慢性中毒や化学物質過敏症にもなっているかもしれ

ないなどと記載している。また，上記１⑴ケで認定したとおり，申請人ｂ

は，同年夏頃に申請人ら宅２階のベランダで布団を干していた際に臭気を

感じ，急に胸が苦しくなったが，その時の状況について，陳述書（甲５

３）において，呼吸が正常にできないほど苦しく，「このまま息が出来な

くて死んでしまうのではないか」と思うほどであったと記述している。こ

のように，申請人らにおいて，悪臭（有機溶剤臭）の苦情にとどまらず，

本件工場から排出される１－ブタノール等の有機溶剤の排気によって申請

人らに上記のような身体症状が生じ，慢性中毒や化学物質過敏症にもなっ

ているのではないかと考えたことや，申請人ｂが，死んでしまうのではな

いかと思うほど呼吸が苦しかったことが真実であるとするならば，その後，

同年１２月にｉ医師により化学物質過敏症との診断がなされたにもかかわ

らず，ｆの乳幼児の子らを有機溶剤の排気にばく露するような居住環境か

ら避難させることなく（同年１２月時点でｆの第２子は満１歳を迎えてお

り，ｆとその子らを避難させることが困難な事情はうかがわれない。），

平成２３年３月に横浜市内に転居するまで乳幼児の子らとともに申請人ら

宅で生活していたというのは不可解といわざるを得ない。

さらに，申請人ｂが平成２２年５月に発症した麦粒腫についても，本件

工場の排気の影響であることを認めるに足りる証拠はない。

その他，上記１⑴コ(ｱ)で認定したとおり，平成２２年１２月１０日の

ｈ病院における尿検査の結果，申請人ｂの尿から馬尿酸（トルエン）が検
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出されたが，この点について，申請人ａは，妻は専業主婦でトルエンを使

用するような仕事に従事しているわけではないので，トルエンが検出され

るようなことは起こり得ないことからも健康被害と本件工場から排気され

る有害物質との因果関係を十分立証できるなどと指摘する（甲８）。しか

し，当裁定委員会が選任した横山和仁専門委員の意見書（職４）によると，

「体内にトルエンが検出されること」と「尿中に馬尿酸が検出されるこ

と」とは，化学物質ばく露の点で全く意味が異なり，トルエンばく露がな

い作業者で比較的高濃度の馬尿酸が検出されることは珍しくなく，検査結

果の馬尿酸０．０７ｇ／ｌという数値は有機溶剤作業者の管理区分１（リ

スクが低い）に相当するとされており，乙１７号証で指摘されているよう

に誤差の範囲内，全く問題のない数値であって，必ずしも申請人ｂが大気

中のトルエンにばく露したことにより尿中からトルエンの代謝産物である

馬尿酸が検出されたものであると認めることはできない。

オ したがって，申請人ｂの身体症状と本件工場の排気との間に因果関係が

あるとまでは認めることができず，これを認めるに足りる証拠もない。

⑶ 申請人ａについて

ア 申請人ａは，ＰＸ製造開始以前から花粉症や軽い湿しん等の症状はあっ

たが，平成１７年頃，顔，全身への発しんの増悪が認められ，治療にもか

かわらず，悪化の一途をたどった，ｉ医師，ｋ医師からも申請人ｂと同様

の診断を受けており，申請人ａの身体症状と本件工場の排気との間に因果

関係があると主張する。

イ まず，ｉ医師が有機溶剤の慢性ばく露による化学物質過敏症と診断した

点（甲４）について検討する。

ｉ医師は，意見書（甲４６）において，申請人ａのＱＥＥＳＩの質問票

の結果（化学物質不耐性３１点，症状４４点，生活障害５点）に，申請人

ｂと同様にカットオフ値を適用すると，化学物質過敏症の可能性があるに
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は分類されなかったが，問診の症状経過から今後化学物質過敏症に進展す

る可能性が予測されたとして，正確には化学物質過敏症「予備軍」であっ

たが，診断書には「化学物質過敏症」と記載した，後の化学物質負荷試験

の結果が負荷陽性であったなどと説明している。上記⑵イで述べたとおり，

本件工場の排気に含まれる化学物質の種類及びその濃度等について客観的

な資料に基づく検討はされていない。また，上記化学物質負荷試験の医学

的意義は確立したものとはいえず（職４），同試験の結果を重くみること

が相当とも考えられない。

以上によれば，ｉ医師の診断内容には疑問を持たざるを得ず，採用する

ことができない。

ウ 次に，ｋ医師が環境要因による健康障害の疑いと診断した点（甲４）に

ついて検討する。

上記⑵ウで述べたとおり，ｋ医師は，本件工場の排気に含まれる化学物

質の種類及びその濃度等について，客観的な資料に基づいて検討を加えた

ものではない。加えて，診療録（甲１４）によれば，申請人ａは，ｋ医師

に対し，４，５年前から，皮膚掻痒や関節痛が出現したと説明したことが

認められるが，上記１⑴ア，ウで認定したとおり，皮膚症状は遅くとも昭

和６３年から，手首疼痛は平成１１年以降，手の指の関節痛は平成１４年

には出現しており，その診断及び意見内容の前提となる情報自体が不確か

である。

また，申請人らがイソシアネート等の毒性物質による中毒症状であると

のｋ医師の意見（甲１３５の１）については，上記⑵ウで述べたとおり，

採用できない。

以上のとおり，ｋ医師の上記診断等も採用することができない。

エ そして，申請人ａは，ＰＸの製造が開始された後に皮膚症状が増悪し，

指の関節痛等が出現したが，横浜市内に転居したことによって改善したと
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して，申請人ａの健康被害の原因は，本件工場の排気にあるとも主張する。

しかし，上記１⑴ア，コ(ｱ)，セ(ｱ)で認定したとおり，申請人ａには，

昭和４４年頃から花粉症の症状があったところ，平成２２年１２月と平成

２３年９月に行われたアレルギー検査によれば，ＩｇＥが９８７ないし１

５５５ＩＵ／ｍｌと高い値であったことに加え，スギ（クラス４ないし

６），ヤケヒョウヒダニ，カモガヤ，ブタクサ，ハンノキ（属），コナヒ

ョウヒダニ，ハウスダストについて陽性結果が得られており，申請人ａの

皮膚症状はこれらの物質に対するアレルギー反応である可能性が十分に考

えられる（申請人ａは，平成１３年から週末に庭木の手入れをするように

なって，外気の影響を受けるようになり，平成１７年に体調の悪化を実感

したと主張しているが，平成２６年６月１５日の午後９時４０分頃から１

６時過ぎまで申請人ら宅の庭で草を刈ったりして過ごした結果，ｆから顔

中に紅斑が出ていると指摘されたとも説明しており（甲５４，申請人ａ本

人），申請人ａの皮膚症状は，申請人ら宅屋外敷地内の何らかのアレルゲ

ンによる可能性も否定できない。）。上記のアレルギーの発現やアレルギ

ー反応の増強に化学物質が関係していることを裏付ける証拠もなく，皮膚

症状が増悪した時期が本件工場でＰＸの製造を開始した後であることをも

って，皮膚症状の増悪と本件工場の排気との間に因果関係があると認める

ことはできない。

また，申請人ａの指の関節痛等についてみると，上記１⑴ウ，エで認定

したとおり，ＰＸの量産化が始まった平成１２年より前である平成１１年

２月及び同年７月には手首疼痛が出現しているが，手首疼痛の原因が本件

工場の排気にあるとは考え難く，何らかの疾患の存在が疑われる。その後

の指の関節痛についても，両側ＰＩＰ（近位指節間関節）腫脹については

平成２５年５月にＯＡ（変形関節症）と診断されており，申請人ａ自身も，

本人尋問において，ｋ医師からリウマチ検査のため紹介された医師に関節
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痛の原因は加齢によるものかもしれないと言われたと供述しており，本件

工場の排気との因果関係を認めるのは困難である。

オ したがって，申請人ａの身体症状と本件工場の排気との間に因果関係が

あるとまでは認めることができず，これを認めるに足りる証拠もない。

４ 結論

以上によれば，申請人らの主張する加害行為（争点⑴）及び申請人らの身体

症状と本件工場の排気との因果関係（争点⑵）を認めることはできないから，

その余の争点について判断するまでもなく，申請人らの本件裁定申請はいずれ

も理由がない。

よって，主文のとおり裁定する。

平成３０年３月２７日

公害等調整委員会裁定委員会

裁定委員長 山 﨑 勉

裁定委員 髙 橋 滋

裁定委員 吉 村 英 子

（別紙省略）


